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5
市内安全パトロール業務委
託

防災安全
課

中6 大 3市　民

平成21年度は、平成20年度事業の実施方法等を早急に改め事業実施を
行っていることを高く評価する。
事件・事故の抑止力に重点を置いて、未然防止に努めること。今後
は、全体のかさ上げをさらに図り、少ない費用で 大の効果がでる仕
組みを構築してほしい。

9 拡大・充実

　平成21年度日野市行政評価システム  全評価結果一覧表

正規職員を削減しているなか、産休・病休・欠員に対
する臨時職員の雇用は必要不可欠である。

必要な時に必要な人数の人材を雇用できる効果的な取
組みである。
ただし、連続的な雇用が困難であるため、雇用される
側からの安定性の確保ができない。

評価区分

本　部

所管部署

事業
№

所管課事務事業内容

1 産休代替等臨時職員の雇用 職員課

効率性・安定性必要性・有用性

6 大 5 大

3 中

福利厚生事業を委託するなど、 小の予算でもっとも効果のあがる事
業を目指す。 10 大

職員の福利厚生は、雇用主としての市の責務である。
市民の納得が得られる予算のなかで、 も職員の元気
回復に効果のある事業を展開していく必要がある。

大5
事業委託を含め、 小限の費用で 大効果の福利厚生
事業を検討していく。

中

6

5 大本　部

大
行政環境の変化に対応し、積極的に課題解決に取り組むことのできる
職員を養成するため、多様な研修機会を提供する必要がある。 11 拡大・充実

3次行革の実施策としてあげた「個々の職員の資質・能力に応じた研修
プログラム」の実施を始め、日常的な能力について、総合的なものを
考えていく必要がある。

5 大

26市で構成する東京都市町村職員研修所を 大限に活
用し、その補完として日野市独自の研修を実施してい
る。
日野市の独自研修については、民間研修会社に委託し
て実施するとともに、職員自らが講師となって自己啓
発し、効率化を図っている。
必要な職員に必要な研修を実施する体系付けが十分で
ない。

4

11 大
平和事業の担い手として、行政が適切であり、組み立
てが適切に行われた。6 5大 事業の実施に要した費用に見合った成果が得られた。

大5本　部 6 維持・継続

所管部署

平成20年度を踏まえ、平成21年度より青色回転灯車両2台と警察OBが加
わる体制づくりへと変更し、より効率的、迅速にパトロールができ、
地域からの信頼も得られている。今後は、他事業（学校等）との整理
が必要である。

地域からパトロールの要望は多々あるが、一方で、地
域による自主的なパトロール活動が活発化するに伴
い、市に求められる役割の重点が、市自らパトロール
をすることから、地域の支援に移ってきている。

民間委託により事業費の圧縮に努めているが、手順や
手法等について、犯罪抑止効果が高く、機動力もある
青色回転灯パトカーをさらに活用するべきである。

小2

正規職員を削減しているなか、産休・病休・欠員に対する臨時職員の
雇用は必要不可欠である。 11 拡大・充実

平成21年度は、実施方法を改め、自転車などによるパトロールは廃止
した。かわりに、委託事業者のパトロール員と警察官OB1人がペアを組
み、青色回転灯車両2台でパトロールしている。車両が1台から2台に増
えたことで、天候に関わらず、広い範囲を効率的にパトロールできる
ようになった。また、業務内容も、警察官OBが関わることで、子ども
関連施設の定期的な立ち寄り、地域の防犯ボランティアの募集などを
新たに広げることができた。

3 休止・廃止

戦争体験者の高齢化問題等を含んでいるので、毎年継続して事業を推
進することに意味がある。

拡大・充実

雇用者としての責任の範囲を検討する。
時代に即した福利厚生事業の給付内容は、慶弔のみにすべき。 7 維持・継続

9 拡大・充実

拡大・充実

3 職員研修・人材育成 職員課

市　民

4 平和意識の普及・啓発促進 総務課

所管部署

本　部

所管部署

市　民

市　民

2 職員互助会の運営 職員課 本　部

所管部署

1 小

1 小

日野市で働く個々の職員の能力・意欲を向上させるこ
とにより、組織全体のレベルを上げ、｢日野市に住んで
いてよかった｣という市民の想いを高める行政の仕組み
を築いていく人材を育成する。

5

4 中

今後の方向性

市　民

　評　価　
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評価区分
事業
№

所管課事務事業内容 効率性・安定性必要性・有用性今後の方向性

　評　価　

本　部

大

文書管理システムの導入により、起案、決裁、保存、
検索、引継等一連の文書事務処理が迅速化された。
また、ペーパーレス化による紙類の削減、文書保管場
所の縮減が図られた。

大
文書管理システムの導入により、起案、決裁、保存、
検索、引継等一連の事務処理が迅速化、効率化され
た。

所管部署 5 5

所管部署 5
当面この水準を維持し多文化共生社会への取り組みにむけて市内の交
流団体と連携を図る。　　　　　　　　　　　　　　　PR（広報）に
勤め協会の会員及びボランティアの拡大に結びつける。

10

本　部

5 大大

国際交流協会及びレッドランズ協会は市民のボラン
ティア参加による団体であり、事業に必要な経費は主
に補助金と会費である。市民の熱意に支えられている
ものであり、 小の経費で実施すべく努力をしてい
る。地域の人材に支えられている協会の活動は有効で
あり必要と考える。

国際化が進むなか、日野市においても外国人との交流
がふえてきている。市民も国際社会の一員として国際
交流、国際協力を進める必要があり、また市民が国際
理解を深めるだけでなく外国人が快適に住み続けられ
るように援助体制づくりを整えていくことが求められ
ている。

1 小本　部 4

所管部署 6 大

国が示している電子自治体を実現するための指針とな
る「新電子自治体推進指針」（2007年3）について積極
的に実施している事業である。インターネットを利用
した地図による視覚的な位置情報や各施設の情報提供
を行うなど、市民が求めるサービスに合致している事
業である。

大

導入時に補助金を活用している事業で、例年は借上料
のみで膨大な情報提供ができることを勘案しても事業
投入は効率的かつ適切である。また、庁内33部署にか
かる情報を一つのシステムに凝縮している点で効率性
に優れている。

5

中

46

6

本　部

所管部署

所管部署

中大
税務事務は、地方自治を推進するなかで、 も重要な
事務の一つである。今後さらに地方分権を進める為に
も、市民から信頼される課税事務を行う必要がある。

課税資料の事務手順を簡素化し、庁内職員の応援体制
のもと職員が集中して作業できる環境を整え、効率的
な作業を進めることができた。

大

固定資産税、都市計画税は、土地、家屋、償却資産を
所有する者に対して課税する税金で、市民税と並んで
市の 大の歳入源である。また、その税収は景気の影
響を直接受けず、比較的安定的な歳入が見込めるもの
で、当然市が行わなければならない事業である。

中

土地の評価については、地区を2人1組で担当し、確認
作業は2人で、入力作業は1人でと効率よい作業を進め
た。
家屋については、担当地区を1地区1人制にしたり、評
価にあたって従来の部分別評価に加え、建売住宅など
に比準評価を取り入れるなど、効率の良い事務を進め
ることによって時間外経費の縮減に努めた。

4

拡大・充実

文書管理システムは、文書事務処理の簡素化・迅速化、紙類の使用削
減、文書保管スペス縮減、文書属性の情報公開の簡素化等大きな効果
を上げているが、さらに電子決裁率を上げて効率化を図る必要があ
る。
システム運用経費についても、削減の努力を行い、費用対効果を高め
たい。

10 拡大・充実

各課の情報が集約され、市民側からの視点を持った事業であり利便性
の向上に役立っているが、
今後は、工事情報・不審者情報等のリアルタイムな情報提供ができな
いか検討していく必要がある。

11 拡大・充実

事業開始時は、補助金活用等 新の取り組み事業であったが、時代と
ともに変更・工夫し、見やすく（他プロバイダーとのリンク等）する
ことが必要である。独自に動かさず、民間サービスの利用もする。

5 維持・継続

今後、オープン化による新システムの稼動に伴いエルタックスを利用
したサービスを拡大し、地方税の電子化をすすめる。
この電子化によりさらにコスト削減を図り、公平・公正な課税事務に
努める。

10 拡大・充実

今後とも事務の効率化、経費の縮減に努め、 小の経費で 大の効果
を目指す。 10 拡大・充実

6 文書管理システムの更新 総務課

市　民

7
国際交流の促進と異文化共
生社会の実現

企画調整
課

市　民

1市　民
【見直し・縮小】休止・廃止と考えるが、その間メンテナンスは、必
要な時期にすること。今後については、民間の無償ソフトを利用する
ことも視野に入れ、近隣市の動向を見ながら、判断するべきである。

2 休止・廃止

8
地図情報のネット配信（ひ
のマップ）

情報シス
テム課

小1 小

市　民

9
個人・法人市民税及び軽自
動車税等の課税

市民税課

本　部

市　民

10 固定資産税等の賦課 資産税課
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8 大維持・継続 3 中

所管部署 5

5本　部

4 中大

昨秋以降の経済不況のもと市税収入には厳しいものが
あり、また、これから先もその状態が続くと予想され
る中、市の歳入の も大きな部分を占める市税等の徴
収率を向上させることは、自主財源の確保にとって不
可欠である。

平成１７年度からの事務改善、特にコンビニエンスス
トアでの市税等の収納開始及び利用者の増加により、
収納確認を短期間で行うことが可能になり、督促・催
告業務の対象者を減らすことができた。
また、事業内容や委託仕様書の見直しを実施し、業務
の点検を実施している。

中

小2

納税環境の整備（納付方法の拡大）は市民の納税意欲
を促し、徴収率の向上に寄与する。
日本の個人消費決済方法の10％を占めるクレジット
カードで、市税等の納付が可能になることは、市民の
要望も高いと判断している。

中

クレジット納付本格導入に際しては、システム化せず
に、対面式での決済方法を実施して導入経費を発生さ
せなかった。職員の誰もが事務対応できるよう、カー
ド決済事務をマニュアル化し、事務の効率化を図って
いる。クレジットカードを使った対面式でない納付方
法を効率的に導入できるか検討が必要。クレジット
カード決済利用上限額を設定し、手数料の負担軽減を
実現したが、更なる手数料負担についての問題解決を
図る。

4

対面式での決済方法は、多様な納付の仕方の１つであり、市民の納税
意欲を高めた。クレジットカード決済の実証実験後のアンケートでは
95％が継続を希望しているため、取扱手数料負担の問題を解消する。

5 維持・継続 中

納付方法の拡大・充実は市民の要望であり、また税収納の効率化や徴
収率の向上にも寄与する。今後も納税環境の拡大・整備に積極的に取
り組む。
手数料率については、決済利用上限額を設定し負担軽減を図ったが、
今後もカード会社と協議し、他の収納方法に係る費用とも比較しなが
ら、税徴収手数料として適正な率を決める。

8 維持・継続

4

自動交付機で住民票（戸籍、印鑑登録）等の諸証明が取れることは、
住民サービスの向上に繋がった。今後は、設置場所での１日あたりの
稼動数の調査等を行い、設置場所及び自動交付機へ行く導線の検討を
行う。

中7 維持・継続

本　部 3

6

本　部

4

大所管部署

平成１９年度より実施している事業で、住民サービス
の観点から市が自ら責任を持って実施すべき事業であ
る。自動交付機５台による住民票等諸証明の発行によ
り、市民の利便性の向上につながった。

住民にサービス提供する第一線職場であり、公証行為
など市町村長名で実施する事業で職員自らが責任を
持って行なう業務が大部分である。しかしながら補助
的業務（データ入力、書類の引渡し、簡易な受付な
ど）は職員の管理、監督の下、民間委託が可能であ
る。

3 中

自動交付機での住民票等の諸証明の発行により、窓口
での混雑緩和につながっている。
市民サービスの向上につながる事業であり、費用対効
果だけではかれるものではない

2 小

本　部

大所管部署 5 4 中
不動産借上料、情報システム経費、証明書発行手数料
を考えると費用対効果の議論はなじまない。

拡大・充実

引き続き現年収納率の向上に取り組むべきである。収納方法の違いに
よる市のコストが大きく差があることを市民に対し広報していく必要
がある。市として、効率的・経済的収納方法を決めて、市民に協力を
求めることも必要である。
【改善・見直し】市民の利便性だけを考えて収納方法を広げていくこ
とに疑問を感じる。特にクレジット決済については引き続き残すので
あれば公平を考え、早急にポイント還元がある以上、手数料は自己負
担とするべきである。

8 維持・継続

現年分の徴収率は 小限の下げ幅となり、滞納繰越分は向上してい
る。今後、事業内容や仕様の見直しをし、考えられるあらゆる手段を
講じて徴収率向上を目指す。

　コンビニ収納の対象拡大により、利用率が向上している。平成１９
年度当初納通からコンビニ納付を実施した、市都民税普通徴収の２
３．２％がコンビニ納付であった。今後も納付環境の整備（収納方法
の拡大）を更に実施する。
　また、徴収率が現年、滞納繰越とも目標に届かなかった。収納方法
や分納管理の徹底を図り、徴収率向上に努めたい。

9

高齢者や子ども連れの方等が住まいの近くで住民票等の諸証明を取れ
るようになり、市民サービスの向上につながっている。さらなる制度
のＰＲを行い、市民への周知を図っていく。

8 維持・継続

住民にサービス提供する必要、不可欠な業務であり地域の住民にとっ
ても支所の存在は便利である。今後は業務の効率化をさらに推進し、
一部民間委託できる業務の検討などを関連部署と協議していく必要が
ある。

9 拡大・充実

3市　民

11
市税・国民健康保険税の収
納(コンビニ収納及び滞納整
理)

納税課

中5 大

市　民

12
市税・国民健康保険税の収
納(クレジットカード決済に
よる収納)

納税課

所管部署

5 大 2市　民

行政サービスとして、土日夜間での利用実績から見ると、市民に有益
な事業となっているため、市民の利便性を第一義にするのは理解でき
る。しかしながら、事業スタート時に利用件数、窓口の発行件数等利
用内容・利用方法の検討がされていない。
【見直し】リース期間満了時には、利用の少ない設置場所（市立病
院）を廃止し総合的に再編成するべきである。利用者の拡大を図るた
め、カードの普及や日野市役所での自動交付機への導線を明確にする
ことも含め、早急にできることを見直し進めるべきである。

7 維持・継続

13
自動交付機で住民票等の諸
証明が取れる事業

市民窓口
課

小

市　民

14
七生支所での戸籍、住民基
本台帳業務

七生支所
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JR豊田駅に隣接しており、地域住民にとっての利便性は高い。今後、
経費の面から市民サービスを低下しない限りにおいて、民間委託でき
る業務の検討を行っていく。

10所管部署

本　部

6
正規職員は1名のみ配置。他は臨時職員、再任用職員で
まかなっており、事業の効率性は高い。拡大・充実 大 4 中

豊田駅連絡所はＪＲ豊田駅に隣接しており、そこで住
民票等の諸証明を発行することは、住民サービス提供
の観点から必要性が非常に高い。

大

本　部

所管部署

3 中 3 中

郵便局での諸証明発行にあたり、郵便局になるべく負
担のかからない手法で実施した事業である。郵便局で
の住民票等諸証明の発行により、窓口での混雑緩和に
つながっている。
市民サービスの向上につながる事業であり、費用対効
果だけではかれるものではない

6
高齢者や子ども連れの方が住まいの近くで住民票等の諸証明を取れる
ようになり、市民サービスの向上につながっている。さらなる制度の
ＰＲを行い、市民への周知を図っていく。

9 拡大・充実

平成１９年度より実施している事業で、住民サービス
の観点から市が自ら責任を持って実施すべき事業であ
る。市内特定郵便局９局での住民票等諸証明の発行に
より、市民の利便性の向上が図れた。

中3

4

本　部 4 維持・継続

今後、市民が担う部分が大きくなっていく地域福祉の推進・充実のた
めには、今まで以上に市と日社協が連携を密にする必要があるが、一
方で社会福祉法人としての自立性を高めるためにも、市補助金への依
存の度合いを減らす努力が求められる。すでに、平成18年度より段階
的に市補助金の削減を実施してきているが、市の財政状況の悪化に鑑
み、より一層の効率化を進めていく必要がある。

7 維持・継続

本部運営費の削減について、努力しているとのことであるが人件費が
高すぎると言わざるを得ない。
【見直し】事業団の実施している仕事は必要と思うが、果たして現行
の本部組織が必要であるのか、検証しなければならない。仮に今後、
障害者福祉事業に特化するにしても事業団のあり方については、検討
する必要があると考える。

4 維持・継続

所管部署

本　部

所管部署

5 大

参加者数が年々減少する傾向にあったため、平成20年
度は、民生委員児童委員協議会や日赤奉仕団等への参
加の呼びかけをはじめ、追悼式開催について広く市民
に周知することに努めた結果、前年比約20％の増加を
示した。

3

4

社会福祉協議会は、市と連携して地域福祉を推進する大切な役割を
担っている。ここ数年、運営の見直しによって市補助金の削減に努め
てきたが、引き続き効率化を図り、更に体質改善を進めていく必要が
ある。

中

中

地域に暮らす市民を主体として、民生児童委員や社会
福祉施設・社会福祉法人等の社会福祉関係者、保健・
医療、教育などの関係機関の連絡調整を行い、様々な
福祉活動を行う社会福祉協議会への支援は必要性が高
い。今後は、より多くの市民から認知された地域福祉
推進の活動体としての存在感を高める必要がある。

中

◎人件費について、平成18年度から3カ年計画で給与体
系を見直し、適正化を図った。（18年度：本俸を5％削
減、地域手当1％削減、扶養手当、住居手当、係長･主
任手当の改正、退職者不補充、19年度：本俸を4％削
減、20年度：本俸を4％削減、係長、主任手当の廃止）
◎在宅介護支援センター事業からの撤退（「在宅介護
支援センター高幡」）。

3

3 中

小 2 小

2

2
福祉事業団運営補助金の所管課として当該事業団の運営に積極的に関
与していかなければならない。事業団のこれからの方向性は、障害者
施設の管理・運営を中心に組み立て直す必要があるのでは。

栄町高齢者在宅サービスセンターの民間移譲を実現したうえで、障害
福祉事業を中心とした事業展開を市の施策との連携を図りながら進め
ていく。

4 維持・継続

特養等の民間移譲による市派遣正規職員の引き上げ
等、人件費削減に向けての動きが緒についてきたとこ
ろである。（平成21年度の市補助金は当初予算ベース
で27％減）

2 小小

高齢福祉分野の特養「浅川苑」及び「浅川苑サービス
センター」両施設の民間移譲を完了し、今後も市が支
援すべき事業体としての新たな道を模索するため、障
害福祉分野を中心にした体制を確立する必要がある。

設置郵便局での利用状況（郵便局、利用者等の声）を再調査・検討
し、必要な場所のみの設置としていく。 6 維持・継続

7 維持・継続

現在は主たる参加者が遺族会会員であることから、遺族会事務局があ
る健康福祉部福祉政策課（平成20年度までは生活福祉課）が担当して
きたが、市全体の事業として広く市民にアピールするために、平和事
業の一環として総務部門への移管も検討する必要がある。

8 維持・継続

市　民

15
豊田駅連絡所での住民票等
の各種証明発行業務

市民窓口
課

市　民

16
市内９局の郵便局で住民票
等の諸証明が取れる事業

市民窓口
課

本　部

所管部署

多様な社会に対応すべく手法を工夫されたと思う。
【改善】郵便事業本業から考えると利用時間の拡大はできないと思わ
れるため、利用者の現状を再調査すべきである。

6 維持・継続 4 中 2 小

17
戦没者追悼式(平和祈念行
事)

福祉政策
課

市　民

舞台及び会場設営業務については競争入札により民間
委託しており、必要 低限の経費での実施に努めてい
る。但し、事業内容そのものが厳粛なセレモニーであ
ることから、実施方法はある程度確立している面があ
る。

中

市　民

1

18
日野市社会福祉協議会運営
費・事業費の補助

福祉政策
課

市　民

19
日野市福祉事業団運営費の
補助

福祉政策
課

小3 中
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所管部署

本　部

本　部

保健福祉サービスの適用に係る市民の苦情を簡易迅速
に処理するための機関として、市民の権利及び利益の
擁護の観点からの必要性は高い。

中4 4

苦情・相談件数は逓減の傾向にある。これは、福祉オ
ンブズパーソンに関するＰＲ不足もその一因と思われ
る。周知方法等、本事業が市民により浸透するよう
様々な手段を講ずる必要がある。

5 大

中

本　部

障害者の日中活動の場として、作業所等の事業運営の
安定化を図る観点から、東京都の補助事業を活用した
当該事業の財政的支援は適切である。当該事業は、東
京都の補助基準額に、日野市が必要と判断した独自支
援を上乗せした形で実施している。当分の間、東京都
の補助事業は継続されるので、安定した事業の実施が
可能である。

4
国、都の所得保障の面から、手当に関する見直し等の動向や他市の状
況を整理し、20歳未満の障害者（児）の保護者等に対する所得制限の
導入や対象となる障害等級・程度の見直しなどを行う必要がある。

5

1

障害者自立支援法が施行され、障害者の日中活動の場の整備が必要と
される中、既存の作業所等は平成23年度までに自立支援法の法内事業
へ移行するかどうかの判断を求められている。事業運営のさらなる安
定化を図る観点から、作業所等が施設整備等を実施し法内事業へ移行
することができるよう、市としては必要な支援を実施する。よって、
当面は移行期として当該事業の維持・継続が必要である。

10 大

障害者の日中活動の場を確保するという点で、作業所
等が運営する事業は必要性が高い。また、実施してい
る場所は、狭小で賃貸によるものが殆んどであること
から、事業運営の安定化を図り、障害者が安心して通
所できるようにすることは必要不可欠である。

拡大・充実

4 1

小中

中

経済的支援として事業の必要性を見るのであれば、真
に必要な人に対する内容であるか見直しをする必要が
あるが、廃止した場合、当該事業にかわる事業は現状
見当たらない。

小
事業費の点から見れば、今後一部の対象者に所得制限
を設けるなど事業の見直しが必要と思われる。

指定管理制度に基づき、施設運営・管理は日野市福祉
事業団が実施している。現状では、自己経営努力もあ
り事業費の圧縮に努めているが、障害者自立支援法に
基づく国都の負担金と臨時特例交付金等の補助金の財
源確保で事業が成り立っており、今後も事業運営の安
定を図る点では、事業内容の見直しを実施することが
必要である。

4
障害の種別・等級をより厳格化し、社会参加を支援するため、移動制
約を受ける者に特化した給付制度に見直し、組み立てていく必要があ
る。福祉有償運送事業への方向転換も検討する。

平成20年度の調査結果を基に対象者の範囲を見直し、対象除外となる
障害者への代替策等も考慮しながら市民に理解される制度になるよう
にする。その際、この制度は障害者の利用率が高いため、除外となっ
た人への周知徹底を図れるよう計画的に制度改正を図る。

7

5 維持・継続 1 小

所管部署 5

事業年度ごとに交付及び精算し、利用者にも深く浸透
した制度となっており、他市と比較すると交付方法及
び支払事務等は効率の良いものとなっている。これら
については今後も変更せず、対象者の範囲を見直すこ
とを検討する。

小大

障害者の社会参加及び社会生活の向上という点から
は、適切に対応している事業であり、市民が現に必要
と認めている事業である。利用者の増加を視野に入れ
今後の事業費の増加を考えると、真に必要な障害者が
利用できる制度に組み立て直す必要性がある。

中

2

3中所管部署 3

24-1
障害者(児)福祉施設「日野
市立つばさ｣「日野市立やま
ばと」の運営費補助

障害福祉
課

当該施設で実施する障害福祉サービス事業は、障害者
支援に携わった経験と実績のある民間事業所が、指定
管理制度に基づき施設運営・管理することが適当であ
る。但し、今後の事業展開については、現在の利用者
の意向を取り入れながらも、事業の縮小や変更の必要
性を精査・検討し、一定期間の支援をしながら、将来
的には市の事業から社会福祉法人の事業へと移行すべ
きである。

中

健康福祉部各課が所在するフロアに、苦情対応機関が同居している状
態は好ましいものではなく、別フロアへの移転、あるいは主管部門の
変更も視野に入れ、福祉オンブズパーソンのあり方をめぐる検討が必
要である。

8 維持・継続

経済的支援を行い、社会参加をさせることを促進する制度としては評
価する。
【改善】手当は都制度とは重複しない制度となっているが、一律支給
はせずに所得制限を導入すること。併せて真に必要な人に対する内容
になるよう「支援すべき等級等」を洗い直しが必要である。

5 維持・継続

本　部

所管部署

本　部

平成18年度より指定管理者制度による施設・運営を3カ年実施してきた
が、新たに平成21年度～平成23年度までの3カ年の指定管理者制度を引
き続き実施する。但し、この3カ年の中で日野市福祉事業団との十分な
調整をしながら、市立の施設として実施すべき事業の精査をし、支援
の仕組みを再編成しながら、 終的には社会福祉法人の事業へと移行
を図る。

6 維持・継続

維持・継続

真に必要な人を対象にしたものになるよう、内容の見直し・検討が必
要である。 5 維持・継続

移動に制約のある障害者に対し、生活圏拡大を図る制度ではあるが、
世の中の経済環境が大きく変化していく中で、一律支給は見直しの時
期にきている。制度としては、チケット発行方式で効率の良い制度に
なっている。
【改善】今後の取り組みとして、一歩踏み出して所得制限を取り入れ
ること。福祉有償運送事業等を含め、方法の検討が必要である。

市　民

20
福祉オンブズパーソン(保健
福祉サービスに関する相談
及び苦情対応)

福祉政策
課

所管部署

21
心身障害者及び精神障害者
の通所施設(5施設)に対する
運営費の補助

障害福祉
課

市　民

1市　民

5 維持・継続

5 維持・継続

22
在宅心身障害者（児）福祉
手当の支給

障害福祉
課

小4 中

1市　民

市　民

23
在宅心身障害者(児)への福
祉タクシー助成・自動車ガ
ソリン助成

障害福祉
課

小4 中
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中

「日野市立はくちょう」が実施する事業については、
障害者の支援に携わった経験のある民間事業所による
指定管理による施設運営・管理が適当である。また、
市立の施設として他施設の受入が困難な重度障害者(2
名）の受入を実施した。今後、事業内容を精査・助成
等検討し、社会福祉法人が自ら事業者となるよう図
る。

4

本　部

所管部署 4

4

中

指定管理制度に基づき、施設運営・管理は日野市福祉
事業団が実施している。現状では、自己経営努力もあ
り事業費の圧縮に努めているが、障害者自立支援法に
基づく国都の負担金と臨時特例交付金等の補助金の財
源確保で事業が成り立っており、今後も事業運営の安
定を図る点では、事業内容の見直しを実施することが
必要である。

3

1

1

中

所管部署 4

今後新たな制度改正等が見込まれない場合、限りある財源等の中でど
の様に事業を維持・継続していくのか。特定財源の確保に努めるとと
もに、保護者のかかわりを更に促進します。また、他の特別支援学級
の障害児に対象を拡大していく場合は、送迎の問題も含め子ども部事
業との調整を踏まえた事業展開を検討していきます。

市　民

28 敬老大会
高齢福祉

課

所管部署 1

本　部 3
市民の長寿を祝い、高齢者を敬う日として実施して行く方向で、会の
位置づけや手法、組み立てを検討する必要がある。 5 維持・継続

維持・継続 中

1

中

小

小

7

特定財源の地域生活支援事業は統合補助金のため、既
に上限額を超えて一般財源化していることから、安定
した財源確保ができていない課題があります。そのた
め、施設整備の簡易な部分は、職員の手作業等により
事業費の圧縮に努めました。また、事業内容の主体は
市が組み立て、現場は経験のある福祉事業団にお願い
し、保護者の方にも日々の活動の中でかかわっていた
だくという協働の手法を目指しています。

3

中

市の放課後対策としては、学童クラブと総合的な放課
後子どもプラン「ひのっち」を行っています。ここで
は障害のあるなしを問わず子どもを受け入れています
が、「ひのっち」では介助が必要な場合は保護者に手
立てをお願いすることになり、放課後に活動できる場
所がない障害児がいます。この子ども達の居場所づく
りを行政の責任において組み立てることは必要だと思
います。

中
一般の公共交通機関での移動が困難な身体障害者・要
介護3～5の方に対してのサービスは必要である。 中

市民税非課税で、下肢・体幹障害の身体障害者手帳1・
2級・要介護度3～5と判定された方が対象であり、限定
をされている。

3

小本　部 2 休止・廃止 1

市が費用の一部を負担し、福祉の向上を図る事業とし
て適当な費用や方法とは考えにくい。小

理容・美容の価格設定が多様化し、高齢者自身の趣向
も様々な現在では、この制度の必要性は薄い。

所管部署 1

小

行政が自らの責任において組み立てる部分は式典の
み。しかし、一般市民が必要と認めているとは思え
ず、むしろ高齢者の楽しみとしての演芸を評価してい
ると思われる。

小

中 2 小

2

現行での手法においては、民間事業者への委託可能な
ものはすべて委託し全面的にそのノウハウを活用して
いる。送迎バスを廃止し、その分を出演者のランク
アップに回してより高齢者の楽しめるプログラムとす
るなど、大会全体の仕様も見直している。ただし、当
事業を補助対象とする補助金はないため、すべて一般
財源となる。

行政が自らの責任において組み立てる部分は式典のみ。しかし、一般
市民が必要と認めているとは思えず、むしろ高齢者の楽しみとしての
演芸を評価していると思われる。高齢者は市民会館において実施する
イベントを年に一回無料で入場できるというような多様性に対応でき
る仕立てに変更する方が良いと考える。また、現行のまま継続するの
であれば、財政危機が収まるまでの間休止すべきと考える。また、JCN
日野のメディアを利用し、市長の祝辞のみを放映し、式典・演芸は廃
止する。

3 休止・廃止

2 休止・廃止

抜本的に見直し、寝たきりや身体的理由により、自ら理容・美容店に
行くことができない高齢者に対する訪問型の理・美容券助成制度へと
変更するなど、組み立てのし直しを検討する必要がある。

市　民

現在の市の財政状況から見て本当に必要なのか疑問を感じる。
【見直し・縮小】「敬老」という観点から高齢者全てが対象であるこ
とを考えると、一部の高齢者のみの参加しか望めないアトラクション
は廃止すべきである。参加出来ない人やこれない人も含め、内容の再
検討が必要である。式典については、たとえ手法を変えても残す方法
で検討してほしい。対象者全員に市長直筆の手紙で感謝・ねぎらいの
気持ちを届けることも含め早急に検討してほしい。

3 休止・廃止 2 小

小
自ら理容・美容店に行くことができない寝たきり高齢者に対する訪問
型の理容･美容への助成制度へ変更する。

27 高齢者理・美容券の給付
高齢福祉

課

一般の公共交通機関での移動が困難な身体障害者・要介護3～5の方に
対してのサービスは必要である。

市　民

6 維持・継続

維持・継続

　平成18年度より指定管理者制度による施設・運営を3カ年実施してき
たが、新たに平成21年度～平成23年度までの3カ年の指定管理者制度を
引き続き実施する。但し、この3カ年の中で日野市福祉事業団との十分
な調整をしながら、市立の施設として実施すべき事業の精査をし、支
援の仕組みを再編成しながら、 終的には社会福祉法人の事業へと移
行を図る。

26
日野ハンディキャブ(リフト
付ワゴン車)の運行

高齢福祉
課

所管部署

本　部

本　部

8 維持・継続

現在はパイロットプラン的な要素が強く、どのような事業展開がいい
のか、模索の段階であると判断する。小学生の「学童クラブ」「ひ
のっち」等日野市全体の放課後子ども支援事業との関係等全体像を
はっきりしていくべきである。
【見直し】日野市各小学校特別支援学級の生徒の実情もよく調査し
て、日野市全域に対する知的障害者の放課後活動の場のあり方につい
ても、明確にしていただきたい。

5 維持・継続

市　民

34

障害児の放課後の居場所づくりは必要であるが、２校（１校は東京都
施設）のみの児童が対象となっている。送迎費用も含め学童クラブと
同様に学校内での居場所が作れないか、国・都補助の内容を精査し、
今後の組み立ての検討が必要である。

中725
知的障害のある小学生に対
する放課後活動の場の提供

障害福祉
課

24-2
障害者(児)福祉施設「日野
市立はくちょう｣の運営費補
助

障害福祉
課

市　民 小1
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2

高齢福祉
課

市　民

32 高齢者家賃助成

市　民

31
シルバーピア(高齢者向け借
上集合住宅)の運営

高齢福祉
課

借上契約期間満了が近づいて来ている中（平成２３年３月：２棟、２
５年２月：２棟）、今すぐにでも抜本的な見直しに入らないと遅いと
感じる。一方では、一人暮らし又は高齢者のみの世帯が、地域社会の
中で安心して生活ができる住宅提供は必要である。
【見直し】現在の建物を継続使用契約するには、老朽化した部分の改
装等大幅なコストが予想されるので、民間の資源の活用（住宅・施
設）を目指し、市は差額補助等を行う方向で検討していくべきと考え
る。

小小 24 維持・継続

30
(社)日野市シルバー人材セ
ンター運営費の補助

高齢福祉
課

7 維持・継続

本　部

所管部署

2 小大

なし市　民 0 なし 0

29 高齢者保養施設利用助成
高齢福祉

課
1本　部 2 休止・廃止 1

高齢者の健康増進につながっていないとはいえないが、受益者が偏る
このような現金給付的な事業は見直すときにある。

0

小

現金給付としての性格を有し、かつ費用対効果も不透
明であることから、効率性は薄い。なしなし

現金給付としての性格を有し、かつ費用対効果も不透
明であることから、必要性は薄い。

小

大 3 中

所管部署 0

市　民

高齢者の就業・労働力の活用・社会参加を目的とした事業は、高齢者
の生きがいづくりの面でも必要と考える。しかし、補助金に頼らない
「自立した運営体制」を構築するには、昨年より工夫（新規事業の開
拓、人件費の削減等）が見られるものの、まだまだ大幅な改善の余地
があると考える。
【改善】経験知を活用した創造的な事業活動を通じて「自立した運営
体制」を構築するために、引き続き経費削減、事業の効率を図っても
らいたい。さらに、シルバー人材センター当局はもとより会員の徹底
した意識改革が必要と考えるため、市としてもしっかりした経営

休止・廃止
平成21年度より、助成金額を3,000円から1,000円したが、現金給付と
しての性格を有しているため、平成21年度で廃止する。平成20年度市
民評価においては、廃止の評価である。

5

0

大
高齢者の雇用機会の創出に力を入れているシルバー人
材センターの役割は、大きい。 中3

高齢化社会の中でシルバー人材センタヘーの果たす役
割は、大きく、今後はさらに需要は高まってくると思
われる。管理費・人件費比率を減少する必要がある。

2

5

5

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」による高齢者向け住宅（高
齢者専用賃貸住宅等）も増えており、公が行う必要性は低下してい
る。借上契約満了を視野に入れ、セフティーネットとしてこのまま存
続させるのか、真摯に検討していく必要がある。

小本　部 4 維持・継続

ワーデン（管理人）を配置したシルバービア事業にお
いて、安心・安全の観点から機械警備でまかなうこと
ができ、さらに、日常の生活相談は地域包括支援セン
ターの機能が活用できるため、ワーデンに対する負荷
が大きく、トラブルも発生していることを考えると、
シルバービアの仕組みについて検討を行う必要があ
る。

小小

住み慣れた地域において、困窮する高齢者に設備が
整った賃貸住宅を提供することは個々の生活の安定と
安心を得るためには、必要である。しかし、費用対効
果の観点から、民間の住宅資源の活用も検討を要す
る。

2 小

本　部 3
低所得者の高齢者に対して家賃の一部助成をすることは、生活の安定
のために必要である。高齢化社会に向けて、生活の安定を得るための
セーフティネットを検討する時期に来ている。

2所管部署 2

6 維持・継続

平成3年・平成5年に事業開始したシルバーピアが4棟ある。オーナーと
の20年の契約が終了となる（平成23年3月：2棟・32戸、平成25年2月：
2棟・35戸）。契約終了後、通常の民間アパートとしての位置付けに変
更し、現入居者に対しては、家賃差額助成等の激変緩和措置を実施す
る。

4

中 3 中

中
家賃の一部を助成することは、個々の生活の安定と安
心を得るために必要である。 中所管部署 3 3

低所得者の高齢者で民間アパートを賃貸して生活して
いる方が多くいる現状では、継続はやむを得ない。

高齢者が増加している状況であり、現金給付は時代の流れにそぐわな
い制度であるが、廃止した場合の代替制度をどのようにするのか、問
題である。
また、高齢者集合住宅借上事業の今後の方針の検討に伴い、対応策の
一つとして参考になる。

6 維持・継続

一部の市民のみの利用者に対して、現金給付的な事業は即刻止めるべ
きと思う。市を取り巻く財政状況を判断すれば段階的に縮小をしてい
る時ではないと思う。

0 休止・廃止

高齢化社会では、シルバー人材センターは必要不可欠であるが、景気
後退等により税収が悪化している状況であり、補助金交付額の減額の
検討は必要である。現受託事業の継続拡大及び新規事業の開拓を積極
的に行い、補助金に頼らない運営を図っていく必要がある。

8 維持・継続

少子高齢化が進む中、高齢者の雇用機会創出は、不足する労働人口の
補完や生きがいづくりの面でも必要であり、行政がバックアップして
いかなければならない施策である。しかし、その一方で、補助金に頼
らない自立した運営効率の確立も求められる。新たな事業の開拓や人
件費等の削減により、経営基盤強化を図る。

8 維持・継続

維持・継続
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市　民

35
生活・保健センター温水
プールの運営

地域協働
課

36
国民健康保険特別会計への
一般会計繰出金

保険年金
課

2 小 1 小市　民

施設設備が耐用年数１５年を既に２０年経過していること、設備の老
朽化及び規格も通常プール仕様ではない現状を踏まえ、撤退する戦略
計画を早急に作成し、方向性を示す必要がある。
「休止・廃止」に向けて：利用者への周知、対応策の準備ができるま
で、リハビリ訓練を中心に事業を展開することで、利用時間を短縮
し、コスト削減することが望ましい。

3 休止・廃止

34 交流センターの管理
地域協働

課

33
高齢者教養講座(かしの木学
級)

高齢福祉
課

2 小市　民 3 中

本　部 6 維持・継続 3
経費を削減し、高い成果をあげることによって「生きがいや仲間づく
り」に繋がったと評価。他事業との連携、交流も視野に入れ、多くの
市民の生きがいに繋がる仕組みづくりの検討が必要。

6

中 3 中

事業経費のほとんどを講師謝礼金が占めている状況で
ある。充実した講師陣でありながら、従来から「日野
市講師等謝礼金支払基準」を下回る金額で受諾いただ
いており（21年度からは基準額に変更）、 小の経費
に抑えることができている。また、20年度は３つの科
目を追加したが、うち２つは市職員が講師を務めると
いう工夫をした。事業に新しい風を入れるだけでな
く、職員の研鑽にも繋がる相乗効果を生んだ。
ほか、受講に係る教材費は受講生の負担であること
を、要綱において定めている。

本　部

3 中中

高齢者が、いつまでも住み慣れた地域で、仲間と共に
生きがいを持って暮らすことができる環境を整えるこ
とは行政が計画的に取り組むべきことで、当事業に期
待される役割は、今後ますます大きくなっていくと考
える。しかし一般市民にとっては、事業本来の目的で
ある「生きがいと仲間づくり」や「福祉の向上」よ
り、手法である「生涯学習」としての印象が強いと思
われる。今後は、年代を問わない事業との統合も検討
する必要があると思われる。（世代間の交流を図る）

所管部署 3

市　民

維持・継続

中

地域コミュニティの希薄化が進む中、市民が気軽に立
ち寄れて、なかまづくりができる交流センターは、ふ
れあいの場として有効（地域コミュニティの増進）で
ある。また、ふれあいの場を行政が提供することで公
平で気兼ねのない利用が可能となる。

中所管部署 4 3
交流センター8館の内、施設使用料を徴収しているのが
1館のみであり、交流センター管理経費に対して施設使
用料収入の割合が低い。

2
プールの規模が水泳をするには中途半端であり、施設が老朽化してい
る中、修繕も含めた利用実態の調査をし、方向性（時代に即した利用
方法等）の分析が必要である。

小本　部 3 休止・廃止

プールの規模が長さ：15m×幅：8m×水深：0.9ｍであ
り、水泳を行うには中途半端である。また設備も老朽
化により、維持修理等に経費がより必要になってい
る。なお、東部会館には、長さ：25ｍ×幅：10ｍ×水
深：1.1～1.3ｍのプールがあり生活保健センターの
プールよりも多くの方に利用されている。

中中

社会の少子高齢化に伴い、高齢者の健康維持がますま
す大切になりました。生活・保健ｾﾝﾀｰ温水ﾌﾟｰﾙは年配
者の健康維持あるいは、心身に障害を持った方々のリ
ハビリのために有効に御利用頂いております。また地
域サークルのコミュニケーションの場としても活用さ
れ、その他各年齢層に応じた水泳教室があり、市民に
とってかけがいのない施設になっております。

1 小

本　部

3所管部署 4
高齢者等の健康維持のために、温水プールを維持していくが、将来的
には休止、廃止を検討していく。 7

大

ァ)国民健康保険は、区市町村が行うものと法律で規定
されている。ィ)年々増大する医療費に対応するため、
特に平成20年度において大きな医療制度改革が国によ
り進められたところである。ウ）社会保険の加入者も
そのほとんどが退職後は国保加入となることから、誰
もが安心して医療を受けられる国民皆保険制度の中心
的役割を果たすものと認識されている。

中所管部署 6 3

ア)診療報酬や審査支払業務等は、市独自に経費縮減を
図れるものではない。しかし、保健事業により長期的
な医療費の縮減が期待できることから、健康課との連
携で保健事業に積極的に取り組んできたところであ
る。イ）20年度は特定健診等が始まり目標受診率の達
成が課題となった。試行錯誤を繰り返し、ほぼ目標に
近い結果となった。ウ）経営姿勢が良好として国や都
の調整交付金の加算を受けることができたが、保険税
率は26市中下位にある。受益者負担の適正化を図る必
要がある。

20年度は一般会計繰出金の大幅な縮減が図られた。しかし20年度は従
前の保険間の高齢者医療に係る財政調整の仕組みが大幅に変更された
年で、今後もこの状況が継続するかは現段階では不明である（2年後に
交付金の精算がある）。いずれにしても、国保制度を維持するため、
医療費の抑制と適性な受益者負担を念頭に置いた施策の展開が必要で
ある。

9 拡大・充実

昭和55年度より開始した歴史のある事業であり且つ、高齢者の「生き
がいや仲間づくり」に繋がっていると感じる。
【改善】今までは、市民の多くが知る事業ではなく、参加者が非常に
少ない。周知方法を検討し、より多くの人が参加できるよう1年を通し
ての事業より６か月ごとの事業に変える等方法を検討すべきである。
さらに、他部署での事業と重なっていないか等を精査し、将来は一部
有償化や自主クラブへの発展させるべきである。

5 維持・継続

交流センターの効率的な管理運営を図るため、平成21年度から指定管
理者制度を導入する。指定管理者の選定にあたっては一般公募（一
部）による選定とし、新たな手法（指定管理者制度導入）により、地
域コミュニティの核として、市民が気楽に立ち寄れる場を提供し、市
民サービスの向上（利用者増）及び経費削減を図る。また、施設使用
料を徴収する交流センター数を現在の1館から増やすことについても、
今後、全庁的な取組み等を踏まえ検討していく。

7 維持・継続

実績が示すとおり、20年度を境に高い成果をあげている。このことか
ら、経費を抑えながらも、科目や講座内容の工夫によって事業の充実
は可能であると考える。開始後30年を迎える成熟した事業だからこ
そ、この変革を維持し、時代に沿うようアンテナを高くし、高齢者の
要望に敏感に対応していく。毎年何か新しいニュースがある、生きた
事業にしていきたいと考える。
他事業との統合は、当事業の目的達成や水準保持が課題となる。現段
階では検討していない。

維持・継続
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中 25 維持・継続 3

37

不登校の子と親の居場所
「みちくさの会」への補助
不登校等の子どもの居場所
を考える「すてーしょん」
の取り組み

子育て課

中

大本　部 8

3 中市　民 3

5
事業に対するニーズはある。何を求められて、何をしていかなければ
いけないか等教育委員会との連携も考え、手法を検討する。

不登校という「学校に行くことができない子どもと親」に対する支援
を教育委員会とは別な視点、必ずしも学校復帰を目指すものではな
い、ということで行っているこの事業は、公として行わなければなら
ない事業である。

10 拡大・充実

3 中

市民の力で事業の展開をしている。地道に活動を継続
していくことが重要であると考えている。
しかし、行政として活動のPR方法等、ニーズのある子
どもや家庭へのアプローチはまだ工夫の余地がある。

本　部 5

4 中大

今、一番支援が必要な不登校、ひきこもりの数少ない
対応としてこの事業は重要である。
官民がそれぞれの持ち味を活かし、連携しながら行っ
ている。

所管部署 6

市　民

市民生活の多様化、少子化が進む中での支援の必要性は認められる。
一方で、市民感覚から疑問がでるような事業形態は、早急に精査し、
時代にあった施策に再構築すべきである。
【見直し】当初計画より登録者が少ないことを理由に、地域に偏って
いるため、タクシーを利用しなければ来館できない地域まで募集を行
い、コスト増加の原因となっている。このような、事業展開は早急に
改革すべきであり、市全体のバランスも早急に検討して近い将来には
廃止すべきである。

大 3 中

大

乳幼児の親とその子が集う子育て広場は、国も設置の
促進を地方に求めている。その意味では、行政が自ら
広場を展開していくことは必要であり、一般市民も必
要と認めているといえる。また、カフェ形式にしたこ
とは、市民が自主的に集まり、企画立案したものに基
づいたもので、時代のニーズに適合しているともいえ
る。また、学童クラブが5時45分までの開所の状況で
は、それ以降も育成を必要とする子どもへの対応の
ニーズが認められる。一方、カフェは他市等を見ると
行政が行うべきか疑問

中4

事業開始に当たり、複数事業主によりプレゼンを実施
し、事業内容が市側の考える内容とほぼ同じで廉価な
事業主を選定した。その後も事業内容等について随時
協議を行い、廉価でコストパフォーマンスが高くなる
ようにしている。しかし、事業開始当初は児童育成の
対象地域を「百草」「三沢」「落川」等の施設近くの
地域だけを想定していたが、平成19年度の利用登録率
が少なかったため市内全域に対象を拡大。その結果、
利用登録率が高くなったが、児童のお迎えの経費が大
幅に増え、コストが激増した。

5

認証保育所は待機児解消に大きな成果をあげている。開設資金負担割
合の軽減があるため、事業に手をあげている事業主がいる。また保護
者に対する負担緩和、保育所職員に対しての研修も行い子育て支援施
設として充実を図る。

大本　部 10 拡大・充実

補助金を認証保育所に支出することにより、効率的な
運営がなされている。また、認証保育所に入園させて
いる保護者に対しての補助金は、保育料負担緩和には
有効である。

大大

①認証保育所は待機児解消に大きな成果をあげてお
り、今後も必要不可欠な事業である。
②認証保育所の保育料は認可保育所に比べると高く、
保護者に負担が大きいと受け止められている。保護者
に対する補助金は、保護者の負担緩和には必要であ
り、また、施設への助成も運営の安定・保育サービス
の向上のためには必要である。

5 大

本　部 5
入所児童数の拡大や待機児解消につながったと高く評価する。国、都
の補助金を活用し、民間保育所運営費の補助をすることによって質の
高い保育サービスの確保と保育所運営の充実を図る。

6所管部署 6

拡大・充実

待機児解消のため認証保育所は是非必要である。また、認証保育所に
運営費を助成することにより、保育サービスを向上させ、保護者に補
助金を交付し負担軽減を図ることによって、保護者に多様な保育サー
ビスを提供する子育て支援施設として選択できるようになるので、当
面この水準で維持・継続する。

12 拡大・充実

大 4 中

大

保育所への入所希望者は年々増加しており、また、保
育所に対して多様な子育て支援事業が望まれている。
質の高い保育サービスを提供および維持し、また保育
所入所の定員の拡大には、児童福祉法などに基づき、
民間保育所に対して運営費等を補助していく必要があ
る。

中所管部署 6 4

補助事業の実施に際しては複数の業者から見積りを取
るよう効率性を重視している。国・都の補助金制度が
複雑で、申請等業務が煩雑となっており、各市町村の
運営費支弁基準も複雑で支払い業務が困難になってい
る。また、運営費保護者負担金の滞納について解消に
向けた手段・方策についても課題である。

国・都の補助金を活用し、民間保育所に運営費等を補助することで、
入所児童数の拡大を図り待機児童の解消につなげる事ができる。ま
た、質の高い保育サービスの提供・維持、子育て支援基盤の充実、保
育所入所児童の処遇向上や保育所運営の充実のためにも今後必要な事
業であり、この水準を維持・継続することが必要である。

10 拡大・充実

行きづまっている親子の 初の一歩を手助けする事業としての社会的
ニーズはある。しかしながら、日野市に在住しない児童を受け入れて
いるとの話もある。
【見直し】再度、原点に戻り、居場所の選定、何を支援するのかな
ど、を見直して欲しい。補助金の使用内容を開示していただきたい。
教育委員会との連携を密にし、組織や情報を一元化した仕組みを構築
してほしい。

6 維持・継続

拡大・充実

事業の達成度、満足度は高い。補助金の額が減少した今、求められて
いるものは何かを調査検討し、やり方の整理・工夫を検討する。 8 維持・継続

子育てカフェについては、民間での事業参入の気運が高まるまで、子
育て広場のひとつとして拡充･充実をしながら継続していく。一方で、
児童育成については、学童クラブの育成時間延長が始まる際に、その
事業のあり方を見直していく必要がある。

9

維持・継続

38
駅前ミニ子育て応援施設｢モ
グモグ｣の運営

子育て課

小

所管部署 5

市　民

39
認証保育所及び保護者への
助成(待機児解消の推進)

保育課

認証保育所は、待機児解消につながる使い勝手のいい制度である。述
べ利用人数を見ても4,40７人と高い。
【改善・見直し】多様な保育サービスの提供は、保育現場の職員負担
や予算を考え実施すべきである。更に、保育料滞納者もいるようであ
り、一律助成の見直し等も含め、コスト削減の工夫が必要である。

6 維持・継続 2 小 4 中

40
民間保育所(市内外)への運
営費補助

保育課

中3 中 3市　民

現段階では、待機児解消につなげる施策として実績を出している。し
かしながら、今後は保護者の負担感の公平さを保つため、民間保育園
の活力を利用し、市立保育園の民営化を推進すべきである。
【見直し】保護者負担金は在宅育児家庭には支給されていないことも
含め、公平性の観点からは疑問があり、受益者である保護者の、保育
料の未納者に対する考え方は、さらに一歩進めて踏む込む努力を是非
行ってほしい。

6 維持・継続

9
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大本　部 10 拡大・充実

所管部署 5

5
コンパクトな組織体制を実現するため、定員管理の適正化行ったこと
は評価する。少子化対策に向けて、市民サービスの質の向上を図るた
めの効率的・効果的な職務分担を今後も充実していく。

第3次行財政改革大綱の基づき、さらに効率的な行財政運営、効果的な
市民サービスを実現するコンパクトな組織体制を実現するために、待
機児解消・今後迎える少子化対策については民間活力の導入等を取り
入れながら、保育園職員の定員管理の適正化を図り、市民サービスの
質の向上を両立させる効果的な組織運営を目指す。

10 拡大・充実

5 大

第3次行財政改革大綱の基づき、効率的な行財政運営、
効果的な市民サービスを実現するコンパクトな組織体
制を実現するために、保育園職員の定員管理の適正化
を図る。定員減については、職員体制の中で、市民
サービスの質の向上を図りながら、再任用・臨時職員
等を採用し、効果的・効率的な職務分担の見直しを行
う。

3

5 大大

定員減により、第3次行財政改革大綱の基づき、効率的
な行財政運営、効果的な市民サービスを実現するコン
パクトな組織体制を実現するために保育園職員の退職
者の不補充による定数の削減を行い、定員管理の適正
化を図ることができた。

2 小

中 3 中

中

家庭や地域での子育て環境が希薄化していく中で、行
政の子育て支援強化の必要性は高い。20年度では公立
保育園職員自らが検討した公立保育園のあり方につい
て一定の方向を明確にすることができた。民間保育園
の手の届きにくい障害児保育や気になる子どもの保育
を公が担いつつ、公民一緒に地域の子育て支援の質の
向上にむけるよう、公立保育園が民間をリードしてい
く必要がある。

中3

都の補助金を活用し、子育て機能向上のために施設整
備・備品購入、保育充実･地域交流のための特色づくり
に努めている。運営費確保の面からだけみると、民間
に委託した保育の方がより安くできる。しかし、ソフ
ト面からみれば、公立保育園の必要性の方が勝ると考
える。

地域に根ざした特色ある保育園として、さらに子育て支援の拠点とな
るよう今後も継続的に、各園が取り組みを継続する。横並びではな
く、提案型の事業への転換も考えるときにある。

7 維持・継続

２年目の事業ではあるが、地域に根ざした特色ある保育園として、各
園取り組みをしてきた成果がみられるようであるが、今後は、市とし
て保育活動のあるべき姿を明確にし周知徹底した上で、各園の特色あ
るソフト面を重点に創意工夫をし、少ない経費で 大の効果が出る施
策を、充実してもらいたい。

8 維持・継続

保育園・児童館・学童クラブの保育園等改革計画に基
づき、保育ニーズに即応した保育充実と新保育所保育
指針の中でも保育園の役割として「地域における子育
て支援」が明確に位置づけられ、さらに子育て支援を
推進していくために保育園環境整備の充実を図る必要
がある。

3

4

5

特色ある保育園づくりは平成19年度より計画的に環境整備を行い、保
育の充実を図る。今後も、地域の子育て支援の基盤づくりをしていく
とともに、平成21年度には「保育・子育て推進委員会」を設置し、保
育園プロジェクトチームを分科会に引継ぎ、保育園の共通事業とし
て、特色ある保育園事業と併せて、実施・検証をしていく。

10 拡大・充実 5

各園が特色ある保育活動を行い、市立保育園の魅力を
引き出すための環境整備や教材・遊具・備品・施設整
備については、競争入札で行う。また、専門家の指導
により、保育の向上・充実が図ることができた。

中大

5

大

大 4

大大

大

近年、特に支えの必要な“気になる子ども”が増え、
子どもへの手立てや援助に不安や困難な状況があり、
臨床心理士等の有資格者の助言・指導による保育者・
保護者の支援をし、保育者の保育スキルの向上を図
り、“気になる子ども”の育ちを支援する必要があ
る。

大

市が子ども支援事業を臨床心理士などの有資格者を採
用して、多数の巡回施設に対応するには複数人の採用
が必要となる。ノウハウをもつNPO法人に委託すること
での費用効果と東京都の補助対象事業としての補助を
受ける。また、委託により、早期に支援事業を進める
ことができた。ノウハウを持つ業者がなく、20年度も
随意契約となったが手順や手法、研修内容の充実・工
夫等を図る。

所管部署 6 6

5

今後はさらに、保育園では個々の育成力を高め、どう取り組み活かし
ていくか、円滑な就学に向けての小学校・関係機関などとの連携のシ
ステム化づくり、学童クラブでは、職員全体で問題・課題の共有化を
図る仕組みづくりを進めていく必要がある。また、子ども発達セン
ターを見据えながら、民間保育園支援等を含めた子ども支援の拡充が
必要である。

12 拡大・充実

大本　部 5
職員全体の゛気になる子ども゛に対してスキルの向上に繋がった。さ
らに職員全体での均等なスキルが得られるよう充実を図る。保育園・
学童クラブと学校との連携を強める。

10 拡大・充実

集中改革プランでは行革項目の１つに掲げているが、定員数など時代
にあった見直しが必要である。待機児がいる現状では、安定した保育
園経営を優先せざるをえない。しかし、今後は少子化動向、市の財政
動向を見据え、民営化を視野にいれた保育園職員の再任用、臨時職員
の採用等踏まえた計画を立てていく必要がある。

8 維持・継続

民間保育園の手の届きにくい障害児保育や気になる子どもの保育を公
が担いつつ、公民一緒に地域の子育て支援の質の向上、保育サービス
の充実にむけて、より公立保育園が民間をリードして現状把握、課題
整理・実現を実行していく必要がある。在宅家庭の保育の支援、要保
護家庭の支援など。

7 維持・継続

公立保育園の必要性、特に民間保育園では手の届きにくい子（障害児
保育、気になる子どもの保育等）についても特色を出し、民間をリー
ドしていく姿勢の継続を進める。

6 維持・継続

【見直し】手の届きにくい子（在宅児含む）に対しての支援を、市立
保育園で行うのか、他の組織で行うのかを早急に整理すべきである。
検討事項として、市民に対してわかりやすい周知方法を。食事代の保
護者負担については、より受益者負担を。早急に協議すべきである。
なお、急増している賄材料費などの経費に対しては、精査を必ず行
い、絶えず経費の圧縮に継続して努めるべきである。

4市　民

41
退職者不補充による市立保
育園(12園)運営費の削減(定
員適正化計画)

保育課

中4 中

市　民

42
市立保育園(12園)による保
育及び在宅子育て支援の提
供

保育課

所管部署

本　部

5 維持・継続 3 中

中3 中 4

43

特色ある市立保育園づくり
(食育・自然観察・和楽器演
奏・民舞・伝承遊び・保育
体験等)

保育課

市　民

所管部署

本　部

市　民

有資格者である優秀な支援アドバイザーが、継続的に確保していける
保障がない限り、職員自身のレベルアップを図る必要がある。円滑な
就学に向けての取り組みを、関係機関と連携できるシステムを早急に
構築すべきである。尚、なぜこのような児童が年々増え続けているの
かその原因の掘り下げと対策が望まれる。

9 拡大・充実

44
そだちあい事業(保育園・学
童クラブの「気になる子」
の保育・育成支援)

保育課

中5

10/28



コメント 評点 判断 評点 　評価 コメント 評点 評価 コメント

　平成21年度日野市行政評価システム  全評価結果一覧表

評価区分
事業
№

所管課事務事業内容 効率性・安定性必要性・有用性今後の方向性

　評　価　

49-1
要援護者に対する必要 低
限の緊急援護

生活福祉
課

市　民

3

大

それぞれの地域で児童館が子どもを中心に置いて考え
ることにより、地域の子育て環境を良好にしたり、地
域の中で欠けてしまった人と人とのつながりを新たに
構築できた。

48 特色ある児童館づくり 子育て課

市　民

46
駄菓子屋児童館としちゃん
ち

子育て課

市　民

本　部

所管部署

日野宿交流館内にたまり場として設置し、地元商店会をとおして地域
の活性が図れた。今後は、運営主体、方法等検討が必要。

45 児童館の運営 子育て課

小2 小 2市　民

大本　部 8 維持・継続

所管部署 6

5
基幹型児童館2館の開設ができた。今後は、地域での交流拠点、役割も
含め成果の見える活動が求められる。地域型児童館については、指定
管理者制度の導入を進める。基幹型、地域型の整理をする。

基幹型児童館構想のとおり、基幹型5館、地域型5館の整備を行ってい
く。また、地域型児童館については、児童館活動を支援してくれてい
る地域の様々な人たちの引継ぎの意味で、一定期間一部業務委託を経
て指定管理者制度の導入を行っていく。

10 拡大・充実 中

中

大

地域の子どもの育ちをしっかりと支える時代になっ
た。そのため、基幹型児童館は構想から具体的な実現
に向けた検討がされ、平成21年度にあさひがおか、さ
かえまちの2館が開設された。また、具体的な事業の検
討の中で母子健康手帳を全児童館で配布するといった
取り組みもなされ、利用対象者の拡大にも取組んだ。

3

4

現在、たまだいら児童館ふれっしゅ、みなみだいら児
童館ぷらねっとの2館に指定管理者制度を導入し、民間
事業者で運営し、大変努力し良い児童館になってい
る。今後、民間活力を取り入れる視点で、地域型児童
館には、児童館活動を支援してくれている地域の様々
な人たちの引継ぎの意味で、一定期間一部業務委託を
経て指定管理者制度の導入を行っていく。

5

大

既存の児童館とは違った居心地の良さ、自分が出せる
場、新しい形の「たまり場」として子どもを中心に極
めて人気が高い。
大人の目が比較的少ない場所を求めている子どもたち
のニーズに対応している。
地元の商店会ともコンタクトを取り、イベント等共同
で行っている。

大6 5

2 小

地域の人を臨時職員として採用し事業運営を行ってい
る。
地域の商店会とも積極的に交流を持ち、イベント等協
働して行っている。

本　部

大本　部 5

市　民

大

5 大

駄菓子屋だけの展開にとどまらず、日野宿交流館としての事業とし、
地域の人、観光客の分け隔てのない交流を持てるようにし、日野宿地
域の活性化を行なっていく。

所管部署

47 児童館キャンプの運営 子育て課
地域の大人や、児童館で育った高校生、大学生をリー
ダーとして一緒にキャンプを作っている。
相応の受益者負担をしてもらっている。
キャンプ場等も変更し、安全性の確保にも充分配慮し
ている。

中

5 大

身近な存在である児童館がキャンプを行うことで、地
域の人たち（リーダー）と連携ができることに意義が
ある。
子どもたちは、知った友だちとともに参加でき、民間
のキャンプと違い身近に情報があるので子ども自身が
キャンプに参加したいかどうか選択できる。これは子
どもたちの自主性や協調性にもつながるものである。
また、児童館としては、普段の児童館活動のリーダー
育成として、大切な機会となっている

それぞれの児童館において子どもを中心に置いた事業展開、運営の内
容等を明確にし整理することが必要。横並びではなく、地域にあった
提案型の事業への転換も工夫し検討する。

10 拡大・充実所管部署 6

所管部署

本　部

本事業を継続し、地域の人たちと子どもたちの顔つなぎや連携を行な
える環境づくりをし、子どもを中心として、元気な地域づくりを行っ
ていく。

中

地域のボランティアリーダーや市民団体の協力・協働
により事業の展開をしている。児童館職員が子どもた
ちと地域の人たちとを結び付けるような仕掛けを担っ
ている。

4

4

本事業は申請に基づいて緊急援護を実施している。昨年より、要援護
者が急激な景気の悪化により増加傾向にある。本来は、各自が不足の
事態に備えて予備的な貯蓄を用意すべきと考えるが、緊急支出や生活
困窮に陥ることは必ずしも避けられるものではない。したがって、本
事業により、生活維持が可能となることで、生活安定の確保が得ら
れ、自立したくらしを構築していけるため、本事業の継続は必須と考
えられる。

8 維持・継続

事業の対象者は、緊急に援護を必要を必要とする者及
び他法他施策によって援護が受けられない者であり、
当該事業を廃止した場合に生活困窮に陥っている者の
事態が更に悪化することとなる。そのため、事業の継
続は、要援護者の生命維持及び生活維持につながると
考えられる。

4 中中

事業の援護を受けるために要援護者から申請してもら
うことで、不必要な支出を抑制できる。また、本事業
の性格として緊急性を伴うため、申請時に、生活相談
を実施し、必要と判断されれば、即日、援護できるこ
とは効率的な事業運営と考えている。

子どもを取り巻く施策に対しての体系をわかりやすい体系図的な資料
を作成するべき。子ども部が行う施策を整理しなおすことを提案す
る。
【見直し】検討内容として、①誰（こども部、学校など）が、②誰
（何歳の、どのような環境の対象）に、③何（どのようなサービス）
を、④どこ（児童館、ひのっち、学童など）で、⑤何時（１８時、２
０時など）まで、⑥どのように（コンセプト、有料など）、などをで
ある。さらに、重複するサービスを明らかにし、整理するべきであ
る。児童館についても、日野市のこども施策全体像の中での役割・位
置づけを見直し

4 維持・継続

7 維持・継続

8 維持・継続

11 拡大・充実

昨今の経済状況から、遠隔地に行くことから発想の転換をし、事業経
費を大幅に抑え、身近な自然の中で事業実施を継続して行っていく。
子どもたちの自主性、協調性を育む、地域のマンパワーの活用といっ
た視点はそのまま残していく。

10 拡大・充実
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1市　民

52

　絵本を通して親子の関わ
り方について集団指導を行
い、親子の心のふれあいを
深めていこうとする子育て
支援事業

健康課 本　部

51

生活習慣病予防健診・がん
検診の受診率向上、メタボ
予防する生活習慣見直し
キャンペーン等の推進

健康課

市　民

本　部

所管部署

50 健康フェア事業(啓発) 健康課

市　民

所管部署 4
入学祝金については、支給内容の再検討も視野に入れる必要があると
考える。

本　部

中
身元不明者の供養代の支出は、公的扶助という考えか
ら市が行うことについては妥当と考える。 4 中

身元不明者の慰霊祭を市が行うことについては、必要
と考えます。4

本　部 4維持・継続

現行の状況を維持・継続していくことについて、問題点はないと判断
できる。 8

中
子供の成長にあわせた入学祝金の給付は、市が就学を
奨励し次世代の健全な育成及び要援護世帯の自立助長
を図るという観点から必要と判断する。。

4 中
市が生活保障施策として、入学祝金を生活保護世帯に
支給していくことは妥当と考える。

本　部
49-2

生活保護法外の市単独扶助
費(入学祝金）

生活福祉
課

市　民

49-3
生活保護法外の市単独扶助
費(行旅死亡人供養代）

生活福祉
課

所管部署

8

市　民

中

中

市民へ健康づくりを啓発することは、今後も市が積極
的に主導、牽引する必要がある。

小

現在のような年1回のイベント形式では、1000人程度の
市民にしか啓発をはかれず効率性は低い。今回はオリ
ンピック誘致事業とあわせて東京都の補助金を獲得し
たが、今後補助金の獲得も難しいと思われる。

所管部署 4 2

2 小
平成20年4月、医療制度が改正され特定健診等の実施も開始され、健康
に関する啓発は益々必要となっていく。今の事業にこだわらない効果
的な啓発事業を組み立てていく必要がある。

6

4

4

中

中

中

4

4中

平成20年度医療制度改革に伴い、健診制度の変更の周
知が必要とされる中、駅前やスーパー等での“健診を
受けましょう”キャンペーン活動や企業イベントの参
加により、健診制度に関する情報提供・周知をするこ
とができた。日野市国保特定健診等各種健診（検診）
の受診率向上に向けた取組として有効である。
市民ボランティアが活動していることをPRすることに
よって、健康的な生活習慣に取り組む市民を増やして
いくことができる。

中

小

市民ボランティアに活動参加してもらうことでコスト
の低減が図れる。
郵送による受診勧奨通知よりも、市民ボランティアが
戸別にポスティングすることにより、費用削減の効果
に合わせて、市民参加による健康づくり活動をPRする
ことができる。
不特定多数の市民を対象とした活動に関しては、事業
の直接的成果・効果が見えにくく、評価しづらい。今
後どのように効果を検証していくかが課題であると感
じた。

親子のふれあいを深めるために絵本の読み聞かせを普
及する活動として、９９％の親子が受診する３～４か
月児健診の場を利用することは効率的である。親子の
ふれあいを深めることが目的であるので、絵本配布と
いう方法をとらなくても、保育士による読み聞かせや
説明により実施できるのではないか。

所管部署 4 2
絵本の配布はなくして、親子のふれあい、絵本の読み書きかせの場と
していくことも可能である。図書館との連携による、絵本の読み聞か
せの実施も検討していきたい。

6 維持・継続 小

　親子の関係を深めるために、親が子どもに語りかけ
ることの大切さを理解し、その方法の一つとして
「ブックスタート」による絵本を通した語りかけは大
切である。

2 小

維持・継続

維持・継続

維持・継続

年1回のイベントのほかにも、自治会などの活動やお祭り、企業のイベ
ント等に保健師が出向いてミニ健康フェアを実施している。多くの市
民への啓発には、イベントのみに限らず、日ごろの活動の中で市民へ
発信していくことも重要である。他の市のイベント等の中で啓発活動
をしていくことも今後検討していく。

6 維持・継続

応援団の活動をＰＲし、認知度を上げる。市民が積極的に活動に参加
していることをＰＲする。その結果、健康的な生活を送る市民を1人で
も多く増やしていくことができると考えられる。
受診率向上のため、効果的な事業対象、実施手段、効果検証方法を検
討し活動を継続していく。
活動に参加している市民ボランティア等がいきいきと活動できるよう
な取組を市民と一緒に考えていく。

8

少子化の中、健診受診率の高い（99.2％）3～4か月健診の場におい
て、「親子のふれあい」を深めるための事業展開は効果がある。今後
は、側面からの支援の手法を検討していく必要がある。

6 維持・継続

３～４か月児健診のタイミング（入口）で、健診と併せて保育士によ
る親子のコミュニケーションのとり方・本の読み聞かせする場に有効
である。
【見直し】本の配布はやめ、図書館との連携も検討し、親子のふれあ
いの手法を検討してほしい。

5 維持・継続
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市　民

56
健康体操サポーター養成及
び自主グループ等への派遣
事業

健康課

本　部

所管部署

55
楽・楽トレーニング(操体法
を基本とした筋トレ体操)の
推進

健康課

中

54
いきいきウォーキング(イン
ターバル速歩)の推進

 健康課

小1

本　部

生活習慣病予防には効果的であると考えるが、参加者の効果測定を含
めた効果のでる仕組みづくり（アフターフォロー）が、その後の
ウォーキング（インターバル速歩）の成果に繋がる。医師を巻き込ん
だ仕組みづくりも検討する必要がある。

大

参加者のウォーキング継続率（広場から友の会への参
加率）が約65％と、ウォーキングへの関心は高い。体
力測定の結果では腹囲・片足立ち・25ｍ歩行において
顕著な機能改善が見られ、また、アンケート結果では
「気持ちが明るくなった」などの満足度の高い声が多
く聞かれ、体力面、精神面の両面において、本事業の
必要性・有効性は極めて高い。

中

4

健康体操サポーター指導による楽・楽トレーニング体操の実施と地域
で活動する市民グループに派遣指導の拡充をするため、楽・楽トレー
ニング体操の90分間内で健康体操サポーターの指導で実施している
初の15分間トレーニングの時間や回数を増やし、健康体操サポーター
指導力の向上を図るとともに、今後、楽・楽トレーニング体操事業と
健康体操サポーター事業の統合を視野に入れ事業の拡充をする。

6

5 大

所管部署

成果がわかる仕組みづくりや、さらに健康体操サポーターによる指導
も取り入れ、事業の手法を検討し、充実を図る必要がある。

2 小

市　民

10

所管部署

本　部 6 維持・継続

53
各種健康診査の実施に伴い
生活習慣病及びがんの予
防、早期発見の推進

健康課

中6 大市　民

平成２０年４月からの医療制度改革により、健診制度が変わり受診率
の数値目標が示されているが、多種多様な機会を捉え受診率アップに
努めていただきたい。
受診率アップのためにも、特定健診項目数の追加等も視野に入れて検
討をしてほしい。またがん検診については自己負担の検討をお願いし
たい。

9 拡大・充実 3

5

ア）行政には市民の健康を守る責務があり、法定の事
業である。
イ）高齢化社会を迎えるにあたり、健康予防事業は、
必要不可欠なものである。
ウ）同上

4

4 中

中

小

4

日野市民一人ひとりは、健康づくりには非常に関心が高いと考える。
個人の健康管理を実施していくためにも「一万人に１人の保健師」や
「健康推進員」、「地域サポーター」の活用も含め受診率アップを図
る工夫を検討する。その後の有所見者のフォローもしっかりと行う。

大本　部 8 維持・継続

ア）身近なかかりつけ医で受診できるように、医師会
と随意契約をしている。
イ）受診率向上のため、実施期間、検査項目、周知方
法について検討を行っている。
ウ）一部の検診にのみ自己負担が導入されている。

3

大所管部署 6

市　民

インターバル速歩の習得期間（広場）では、限られた
数のポータブル計測器を使用するため、拡大の可能性
が低く、かかるコストは比較的高い。一方で速歩習得
者が継続して速歩を実践する期間（友の会）では、
ポータブル計測器を使用しないため、人数の制限等が
なく、拡大可能性は高く、かかるコストは低い。
また、高齢社会対策区市町村包括補助事業の対象事業
として東京都から総事業費の1/2の補助を受けている。

6 4

2中

4

6

さわやか健康体操と重複参加者をなくすため、デー
ターの整理することで、より多くの市民の方が参加で
きるようになった。
医療保健政策区市町村包括補助金の確保と受益者負担
の導入もできている。
講師の都合等で、回数、会場とも拡大は難しく効率性
に欠ける。

中大

参加者の出席率が高いことから、当該事業に対する参
加者の満足度、健康意識の向上及び体力別運動事業と
して必要性は高い。
アンケート調査で教室がきっかけで運動する方が70％
を超える回答があり、自立した運動習慣がついてきた
と思われる。

2 小中

大

高齢者の中には集合型の体操教室に参加が難しいが、
身近な地区センター等で気のあった仲間で運動ができ
ることを求めている。サポーターを派遣指導すること
は、必要性は高いと思われる。
体操の指導でだけでなくコミュニティーの形成にも
なっている.

大

市民全体として考えると対象者は限定され、効率性に
はかけるが、他の運動事業のフォロー的な役割は出来
ている。
市民が地域で運動を続けていくためには指導者が必要
であり、運動の得意な市民が市民を指導する形態は目
標を達成するためには、効果的な方法であると思われ
る。
医療保健政策区市町村包括補助金の確保ができてい
る。

6

6 維持・継続

　個人にとっても、社会にとっても、健康に暮らしていくことが重要
なことであり、予防に力点をおいた健康事業は、拡大・充実されるべ
きである。

10 拡大・充実

生活習慣病予防や要介護予防には成果のある事業であると認識してい
る。
【見直し】計測機器を使ったどちらかと言うと専門的な事業であり、
限られた人のみの対象になることが問題である。将来的にウォーキン
グ友の会への移行、受益者負担の仕組みを検討してほしい。

3 休止・廃止

拡大・充実

広場（正しいインターバル速歩を身に付けるための習得期間）につい
ては、現状を維持しながら効率的な実施方法の検討を進めていく。友
の会（継続したインターバル速歩の実践）については、今後会員数の
増加が見込まれることから、事業を拡充し、より多くの方が気軽に楽
しみながらウォーキング（インターバル速歩を含む）を続けることが
できる仕組みを作っていく。

10 拡大・充実

専門の講師による筋力トレーニングを中心とした体操教室は、名簿の
整理をするなど他体操教室との重複者をなくし、より多くの市民が参
加できるようになり評価できる。
専門講師等の制約で拡大できない以上、より多くの市民サポーターを
養成し、活用することによって本事業の拡大と自主グループの支援を
行うべきである。

9 拡大・充実

運動をする市民を増やしていくためには、市内各所に気軽に運動がで
きる機会があることが必要であり、そのためにはプロの講師が指導す
る形態では限界がある。そこで、多様化する市民ニーズに柔軟に応え
られるように運動を得意とする市民を健康体操サポーターとして育成
していく仕組みを作っていくともに楽・楽トレーニング体操事業と健
康体操サポーター事業の統合を視野に入れ事業の拡充をする。

12 拡大・充実
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61
容器包装お返し大作戦！～
断る・返すで　ごみ減量！
～

ごみゼロ
推進課

市　民

60
環境に関する情報の発信・
収集拠点の管理運営

環境保全
課 地球温暖化対策に取り組む上で、環境行政は現在 も重要な施策であ

り、より多くの情報の収集・発信を行うと共に、その成果を元に環境
学習に取り組まねばならない。環境情報については、市民との協働で
酸性雨調査や植生調査･水質調査などを展開したが、さらに市の特徴で
ある用水や丘陵･崖線の緑を活かすための調査研究等を行い、環境情報
センターを環境保全活動に取り組む拠点としていく。

10 拡大・充実

59
環境保全を推進するための
環境基本計画の実行(ISOの
推進）

環境保全
課

中6 大

7 維持・継続
市民、職員すべてが取組んできた結果、環境意識の向上、CO2削減につ
ながったと評価する効果を維持しながら、平成21年度中にISOには別の
手法を早急に検討する。

今後の日野市環境基本計画の見直しに合わせて、現状を維持しつつEMS
も見直していく必要はあると考える。今後も職員の意識の維持・向上
を図り、市民の意識向上も含め環境保全の推進は継続して行っていく
必要がある。

8

58 市営火葬場の管理運営
環境保全

課

3

市　民

所管部署

本　部

所管部署

本　部

所管部署

所管部署

57
各種健(検)診・予防接種等
データのシステムによる一
元管理

健康課

所管部署
データ蓄積、管理分析をもっと押し進め、健康施策の根拠資料、評価
指標としていく。 8

本　部

市　民

維持・継続 6

3 中

3 中

2 小大
住民の健康データ管理は、健康、福祉施策の方針の基
礎となるものである。

地球環境保全を推進するため、また日野市環境基本計
画の推進に必要な事業である。

中

 環境情報の収集や環境教育に係る、マンパワーが重要
な事業である。そのため多くの市民団体と連携・協働
をし、経費を節減をはかっている。また、市民団体に
対しては、国や都・民間団体の適切な補助金等があれ
ば紹介をし、その市民団体がより多くの事業が行える
よう工夫した。法政大学との共同事業での｢用水路マッ
プ｣の作成、日野自動車グリーンファンドの助成による
｢植生図作製のための調査｣が実現できた。

入力作業は、委託することによりコストがかかるため
職員が行っている。
一度導入したシステムの変更、改修にはコストがかか
るため、行えない。
システムの技術支援委託も現行事業者の独自システム
のため、競争入札にできない。

本　部

小

指定管理者制度については、施設自体が万全な状態で
ないと、導入はきびしい。火葬場整備ができた上で、
導入と考える。大規模修繕費が削減されたままでは、
不具合が頻繁に生じ、導入は困難と判断する。

2大

老朽化した市営火葬場ではあるが、市民の利便性から
考えても市営火葬場維持は必要である。市営火葬場が
使用できなくなり、南多摩斎場だけとなると、高齢者
にとっては、交通の便が悪くなるだけでなく、火葬予
約の待ち日数が増えることとなり、市民サービスの低
下となる。

6

市　民

市　民

中

5

4

大

現在、ISOにより管理職研修などの環境研修、内部監査
員研修、リーダー研修を実施、参加することで、環境
保全に関し意識し、CO2削減につながっている。
なお、内部監査員（58人）の年間延べ実働時間は約
1800時間（監査当日・事前打合せ・反省会・全体会・
研修など）。これは職員ひとりの年間労働時間に該当
する

6 4大

環境情報センターの事業は、脱炭素社会を目指すのは
もちろん、今ある自然についても認識・共生・保全等
を訴えるものであり、正に時代の流れの渦中にある事
業である。そのことは、日野市民のみならず、世界の
趨勢であることは明白であり、この事業の必要性は大
きい。

本　部

5 大 3 中
平成19年度の委託業者と平成20年度の委託業者が変更
され、データ管理など中身をつめていく上で不備が生
じた。

平成14年3月策定したごみゼロプランを見直し及び評価
し、第2次日野市ごみゼロプランを策定するもので、第
2のごみ改革を推進する上で必要性が大である。

維持・継続

火葬場整備ができないと、不具合が頻繁に生じ、補正等で修繕料をつ
ける必要があり、充分な修繕ができないと修繕の繰り返しとなる。市
営火葬場の受入れができないと、南多摩斎場の利用が増加し、負担金
が増額することとなる。火葬場を維持管理できないという判断なら、
南多摩斎場負担金の１本へ絞り込んだ方が、経費削減に繋がるとも言
えるが、その時は市民サービスの低下となる。

8 維持・継続

庁内及び公共関連施設へのＣＯ２削減の取り組みは成果につながって
いると評価する。この成果は、ぜひ市民に伝え、PRするべきである。
【見直し】ＩＳＯに限らず別手法があるのであればぜひ早急に検討
し、市民を巻き込んだ環境保全活動（ふだん着でＣＯ２削減活動含
む）に展開すべきである。

9 拡大・充実

『第2次ごみゼロプラン』については、平成21年6月議会で報告、その
後市民報告を行い、プラン推進に向けて行動を開始する。重点プログ
ラムについては、各年度ごと進行管理や評価を実施していく予定であ
り、今後も継続して目標達成に向けて推進していく。

8 維持・継続
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市　民

66 不燃ごみ収集経費の削減
ごみゼロ
推進課

小5

中

大 2

大
粗大ごみの収集運搬については、「公共性」「事業の
必要性」から必然性がある。

65 粗大ごみ収集経費の削減
ごみゼロ
推進課

小

都市間行政評価によると、日野市のごみ処理コストはかなり高め。さ
らなるコスト削減に向け、競争入札も視野に入れながら長期的な削減
計画が必要。

本　部 8 維持・継続

所管部署

大

市　民

地球環境保全のため、市民に不用品の「リサイクル」「リユース」の
意識を高めることは大切である。高齢者・障害者に対し、ふれあい収
集を平成19年より開始している等市民サービスは評価する。
【見直し】今後は、収集運搬ルートや車両台数等の適正な判断や収集
回数、収集重量も含め見直しを検討してほしい。なお、シルバー人材
センターに委託しているリサイクル事業についても、市として整合性
を検討すべきである。

7 維持・継続

64 可燃ごみ収集経費の削減
ごみゼロ
推進課

所管部署

本　部

市　民

63 生ごみリサイクル
ごみゼロ
推進課

市　民

所管部署

生ごみの地域内循環については、コスト面・事業効率・市民意識など
の点から優れている。今後も拡大の必要性がある。しかし、生ごみ処
理機補助については、電気式を削減しコンポストやバケツタイプのバ
クテリアによる生ごみ分解の方式をより採用すべきである。

9

5 大

62
資源物回収（資源物リサイ
クル）経費の削減

ごみゼロ
推進課

中5 大 3市　民

本　部

所管部署 5

本　部

8 維持・継続 5

大5

大

3 中

4 中

5

大
ごみ減量政策を進める上で、資源物回収の促進は必然
である。 中

事業の効率や経費の 小性については、収集回数や行
政回収の削減などもう少し考慮が必要である。4

6

生ごみの地域内循環については、コスト面・事業の効
率性・事業効果から優れている事業である。しかしな
がら、生ごみを投入できる畑地の継続性などの安定性
には少々不安がある。また、生ごみ処理機補助につい
て、電気式を削減する必要性がある。

大

3

3 中

中

大

可燃ごみに占める生ごみの割合は４５％もあり、可燃
ごみを減量するには生ごみリサイクルを促進しなけれ
ばならない。しかしながら、生ごみの市内全世帯戸別
回収は現在のところ、収集コストや生ごみ組成の徹底
などの問題から難しい。そこで、生ごみの地域内循環
は生ごみ減量の有効的な施策であり、時間をかけて地
域内循環を拡大していくことが必要である。

5

大
「公共性」「事業の必要性」などの点から可燃ごみの
行政回収は必然的である。 中

「効率性」「経費の 小性」について、業務改善や収
集ルート・収集台数などの検討が必要である。3

5

5 中

2

3

3

大

8

業務の効率性や経費の 小性の点では、業務の合理化
改善などを含めて、収集車両台数の適正化・収集ルー
トの合理化などの検討が必要である。

5
都市間行政評価によると、日野市のごみ処理コストはかなり高め。さ
らなるコスト削減に向け、競争入札も視野に入れながら長期的な削減
計画が必要。

維持・継続

所管部署 5

38本　部

業務改善や合理化を進めるとともに、収集回数・収集ルート・収集車
両台数の縮減など効率の良い収集運搬へ向けた改善を行う。また、プ
ラスチック類の分別回収については施設更新時に変更するが、容リ協
ルートにのっとった資源物については、『容器包装お返し大作戦』の
展開で行政回収を減じていく。

大
不燃ごみの収集運搬については、「公共性」「事業の
必要性」の観点からは必然性がある。 中

収集運搬業務の仕様変更を含め、収集回数・収集ルー
ト・収集車両台数などの改善や合理化が必要である。3維持・継続

中

8 維持・継続

ごみゼロプランの推進を図っていくためにも、一層の事業の効率化を
図りコスト削減に引き続き努力すべきである。
【改善】日野市資源リサイクル事業組合に対し、市として指導する体
制を作るべきである。　スーパーへのお返し大作戦！や集団回収・子
ども会回収推進について、市民に対して更に強くアピールしていく必
要がある。また行政回収の回数減らしを検討いただきたい。

8 維持・継続

循環型社会を実現するため、積極的に市が進めるべき事業である。さ
らにリサイクル率の向上と経費削減に努める。自治会や子ども会など
による民間回収を推進するとともに、店頭回収促進のPRを行う。

都市間行政評価によると、日野市のごみ処理コストはかなり高め。さ
らなるコスト削減に向け、競争入札も視野に入れながら長期的な削減
計画が必要。

8 維持・継続

ごみゼロプランで位置づけた容器包装　お返し大作戦！　～容器包装
断る・返すで　ごみ減量～を促進し、行政回収を減らすこと、また行
政回収を無くすことなどの実施を図り、資源物の行政回収の見直しを
図る必要性がある。

9 拡大・充実

毎年コスト削減に取り組まれているが、ごみ収集の実情(ルート、日数
及び収集車台数）を精査し、一層のコスト削減をしていただきたい。
平成１２年度のごみ改革から可燃ごみ(生ごみ）は確実に減ってきてい
る。これからは、市民・事業主の協力を仰ぎ、より一層のごみ減量削
減に取り組んでいくべきである。

拡大・充実

8 維持・継続

ごみゼロプランの中でも、ごみ減量を進めている中、平成12年度ごみ
改革後、平成11年度より約１/２まで減量し、市民の意識も高くなって
いると評価する。
今後は、ごみ収集全体(可燃・不燃・資源物・粗大）について、総合的
(担当地域・業者分け・ルート・回数等）に、精査し大胆な改革プラン
を策定・推進していただきたい。

7 維持・継続

粗大ごみの収集についての必然性はあるが、粗大ごみを出さない市民
への意識改革や粗大ごみの収集重量に応じた業務委託料の補正も行う
必要がある。

可燃ごみの収集運搬業務について、効率性などの点から収集運搬ルー
トや収集台数など業務改善を促進するとともに、収集運搬業者の業務
改善や合理化を促す。

9 拡大・充実
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67
市立病院一般会計負担金の
削減(病院経営の健全化)

市立病院

小3 中市　民

市　民

7

所管部署

68
アクティブシニア就業支援
センター(しごとサポート日
野)への補助

産業振興
課

69
勤労者福祉サービスセン
ター事業補助

産業振興
課

大

70
市民農園の運営(都市農地の
保全や都市農業の振興、地
産地消の推進)

産業振興
課

市民農園は毎年度新たに開設をしているものの、依然
として応募倍率が平均で3倍近くあり市民ニーズが高
い。地産地消や都市農地、都市農業の保全・振興を
図っていく事業としても非常に有効な事業である。し
かし、農園の開設増に伴い指定管理料などの事業費も
増加傾向にあり、今後は利用料の見直しを含め、JA東
京みなみやNPO法人などによる民設民営方式の農園や体
験型農園の増設を図っていく。

所管部署 5

71

学校給食用地元野菜等供給
コーディネート業務委託
（委託先：日野市企業公
社）

産業振興
課

所管部署 5

日野産野菜を使った学校給食事業が今後も円滑に進むために、細かな
要求などが農業者・学校栄養士から求められる。その対応を迅速に行
うことができる学校給食用地元野菜等供給コーディネート制度の継
続・拡大が必要である。さらには、新たな農家供給地区の開拓、要望
の多い学校への輸送問題に着手し、 終目標値の達成を目指したい。

10 拡大・充実

3

市　民

市　民

1

中本　部

5

4

救急医療の充実は多くの市民が望んでいるものであり、さらに拡充さ
せ、市立病院改革プランが当面の期限と定める平成22年度までに展望
が開けるよう、経営改善に努め、市内唯一の拠点病院として持続可能
な経営を目指す。

総務省の公立病院改革ガイドラインに基づき平成20年度に策定した市
立病院改革プランで定めた目標数値実現のため、より効率的な病院運
営を図る。
材料費、経費の削減については、採用薬品目数の削減を図り、効率的
な使用を徹底するとともに、職種や部門間の連携を密にし、診療材料
等の同等品への切り替えにより購入単価の削減に努める。また、包括
医療（DPC）に対応するため、コスト意識を常に持ち、入院時に使用す
る薬品・診療材料の見直し、効果的な処置・検査内容や回数の検討等
を常に行う。

8 維持・継続

維持・継続

市立病院の果すべき役割には、①地域の中核病院とし
ての役割を果たす、②市民にとって安全・安心な医療
を提供する、③地域医療の機能分担を図る、④救急、
災害時の医療を担う、⑤市民の健康を守る等がある。
これらを実現するため厳しい経営状況の改善を図りな
がら、持続可能な病院運営を目指す。

民間委託や事業費の圧縮には努めているが、病院運営
の性質上、安全性や安定性等を優先せざるを得ないも
のもある。今後は改革プランに沿って材料費や経費の
削減に努める。

3 中

中大

本　部

大

本　部

3

市　民

所管部署 5

本　部

大

団塊の世代の一斉退職により、ますます厳しさを増す
と予想される就労環境にある高年齢者に対して、関係
機関との連携により求人情報等をさらに充実させてい
く必要がある。

大

東京しごと財団から提供された求人情報のみでなく、
センターが独自に地元企業を訪問し求人開拓をするこ
とで、より求職者のニーズに応えられるようにしてい
る。

5

所管部署 5

本　部

平成20年度をもって国庫及び都補助金は打ち切りとな
るが、管理費及び事業費を精査・見直しをすることで
経費の圧縮に努め、事業を継続していく。

5大

中小企業が個々に福利厚生事業等を充実させることは
金銭的・人員的負担が大きいが、勤労者福祉サービス
センターが中心となって事業を実施することで、ス
ケールメリットを生かした事業展開が可能となる。

中

市民農園の開設増に伴い指定管理料などの事業費も増
加傾向にある。今後は、付帯施設や貸出面積なども含
め他市と比較検討し利用料の見直し・検討を行ってい
く。また、JAグーループやNPO法人などによる民設民営
方式の農園や体験型農園の増設を図っていく。

　供給3地区の仕入れ金額など横断的な供給調整をコー
ディネーターが迅速に行ったことで、いままでの学校
（栄養士・調理員）や農業者から頻繁に出てきた要
望・苦情が大幅に減少した。この事業の効果として、
農業者の評価を得たことで供給量の増加や新たに供給
してもらう農業者の開拓が進んでいる。

5 大大

昭和58年から学校給食の日野産野菜利用開始。当初は
農業者と学校栄養士とのやり取りで成り立っていた
が、農業者の年齢が高齢化し細かな対応が難しくな
り、供給農家や供給量の減少が危惧されて来た。そこ
で学校給食用地元野菜等供給コーディネーター制度を
導入し、学校（栄養士、調理員）と農業者の間に入る
ことで農業者の負担軽減を図り、この事業の円滑化を
図った。導入年度から数値にも現れたように非常に効
果があると考えている。

市立病院経営は、平成２０年度の状況などを見て、市からの繰出金を
あてにした経営となっているのは異常である。医師数が37人から51名
になったことは評価するが、現状では量的確保ができたにすぎず、医
師の確保だけでは解決できない問題もあり、理解し難い。過去に失っ
た市立病院への信頼感を取り戻すまでには至っていない。
【改善・見直し】医師、看護師、事務職等は、真剣に意識の改革を、
早急に行い、それぞれのスキルを上げ市民サービスに努めてほしい。
また、医療は日進月歩であるため、備品等必要な医療機器の更新は、
計画的に行ってほし

4 維持・継続

団塊の世代の一斉退職に加えて、昨今の不況に伴う雇用情勢の悪化に
より、高年齢者の就労環境はさらに厳しくなるので、より一層の求人
確保が望まれる。

10 拡大・充実

平成20年度をもって国庫及び都補助金が打ち切りとなったことによ
り、管理費及び事業費を精査することで経費削減を図りながらも、
サービスの質を低下させずに魅力ある事業を展開していくことが求め
られる。

10 拡大・充実

農に触れたいという要望を一人でも多くの市民に叶えられるよう、応
募倍率の高い地域（特に浅川から南側）などに新たな市民農園が開設
できるように進めていく。

8 維持・継続
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市　民

事業目的「作ってくれないから、自分で作ろう」に対しては市民とし
て違和感を感じる。問題の本質は親の問題でもあり、市、児童館とし
て行う必要があるか疑問が残る。
【見直し】市職員の食育に対する取り組みの意識あわせや、食材費徴
収の仕組みづくりも検討し事業の構築をすることが重要である。

4 維持・継続 2 小 2 小

72
児童館ランチクラブ等の実
施

子育て課

73
地域の市民に対する食育情
報の発信

健康課

市　民

74
市内共通商品券(新カワセミ
商品券)に対するプレミアム
分と事務費の一部補助

産業振興
課

75 観光の振興
産業振興

課

市　民

市　民

観光振興事業は観光客を誘致し経済効果と街の活性化を図るといわれ
ている。しかしながら現状のまちおこしの祭りやイベントの本来の目
的は何か、数値的なデーターに基づく分析も無く引き続きＰＲや集客
をどうしていくのか等々が見えてこないが、すべてが廃止と言うわけ
ではなく、工夫が必要である。
【改善・見直し】ここ３年間の見直しで、ぜひ方向性や市民が一体と
なって出来る祭りにし、日野市全体の活性化を図ってほしい。さら
に、多摩動物公園、高幡不動尊など、季節に関わりなく一年中集客で
きる観光資源の高いブランド性を活かす工夫をし、税

3 休止・廃止

4

1 小2 小

5

4

市　民

76
新選組のふるさと日野ガイ
ドボランティアの活用

産業振興
課

77 平山季重まつり
産業振興

課

市　民

中 4 中本　部 4

所管部署 6

NPO法人日野市観光協会の組織体制の強化と近隣市のフィルムコミッ
ションと連携し、多摩地域全体を全国的にPRし、誘客に役立てる。

大

児童館に来る子どもたちの中に、朝食をとってこな
い、昼食をとらないで遊んでいる子どもたちが多数見
受けられる。お菓子で腹を満たす状況がある。そのた
め、身近な児童館で「食べる＝生きる」という生きる
力を伝えていく必要がある。そのために事業の継続を
していく必要がある。

中
身近な地域の人を講師として招き、子どもたちに料理
を教える等、手法についても子どもたちが取組みやす
いよう工夫をしている。

4

3

本　部

所管部署 食育推進計画にそって事業実施していく。 7 維持・継続
多くの方に情報が行き届く手法として、講演会のみで
はなく、ホームページの充実、地域の団体や市民活動
との連携も考えていく必要がある。

中中
食育に関心の高くない市民に対しても、必要な情報の
普及啓発が必要。
食育推進計画にそって進めていく。

本　部

大
昨今の経済不況の中、特に売上減が顕著にみられる市
内中小小売店舗の基盤強化につながる。また、市外へ
の消費の流出防止の観点からも、有用な施策である。

中

商品券事業は、市内の消費を効率的に喚起する仕組み
ではあるが、商業活性に結びつけるには、より積極的
に取扱店舗の増加や個店の魅力づくりなど、消費者
ニーズを捉える工夫が求められる。

所管部署 5 4

維持・継続

本　部 7 維持・継続

所管部署 拡大・充実

各種まつり事業や映像支援隊の活用、フィルムコミッションとの連携
等について全体を効果検証する。

5 5

5 大大

観光ポスター、パンフレットは観光施設及びイベント
において、有効的に配布した。観光ホームページにつ
いては、観光情報、行事情報を随時配信し、PR効果を
得た。フィルムコミッションによるロケ地への誘致で
全国的に日野のPRを行った等必要性・有用性共に有益
である。

NPO法人日野市観光協会が観光事業の一翼を担うことに
なり、効率的な事業展開を行っている。また映像支援
業務についても事業に精通した日野映像支援隊を活用
することにより実効性が高い。

3 中中

本　部

大

「新選組のふるさと日野」の文化に触れるため、全国
から訪れた方々に日野宿本陣及び新選組のふるさと歴
史館において、館内案内や市内観光ガイドを行い、
「おもてなしの心」を持って接遇するということは、
来場者に喜びと満足を与えることができ、必要性・有
用性共にとても有益である。

大所管部署

観光協会の日野の文化に精通したガイドボランティア
を活用しているところはきわめて効率的で経費として
も低廉である。またガイドボランティア会員には市内
在住者が多く、安定性も優れている。

3
平山地区の魅力をイベントを通じて周知できた。平成21年度は、都補
助金での実施となる予定だが、民への方向転換も含め、方法や方向性
（どういうものを生かしていくか）検討が必要。

中本　部 6 維持・継続

所管部署 4 4

平山地域は平山季重に関連する歴史資源と自然資源を
有しており、これを活用して一度来た人がもう一度訪
れたくなるような観光まちづくり進めていく必要があ
る。

中
平山地区の観光地として魅力の周知を行うにあたり、
地元住民主導のイベント実施が効率的・安定的であ
る。東京都の補助金の確保も適切に確保している。

3 中

中
平山地域の人に歴史的資源の価値を理解してもらうことができた。今
後については地域住民中心としてイベント等が実施できるよう促して
いく。

8

朝食、昼食を取らない（取れない）子どもたちが増えていく中で、地
域の人とともに、この子どもたちへ生きる力を育んでいくために必要
な事業であると考える。

10 拡大・充実

食に対する関心と感動がもてる「食べる＝生きる」を伝えていくこと
は良いこと。充実していくことを念頭に入れ、やり方の工夫（食材料
費の徴収等）を考え、整理検討をする。

8 維持・継続

商品券事業は市内店舗での消費を喚起する仕組みとしては有効であ
る。また、中小店舗での使用を促進させるために中小店舗限定券の割
合を拡大していく。今後は、商品券事業がより一層発展し、市内産業
の活性化に寄与するために、市民ニーズを捉え、消費を喚起するよう
な魅力ある個店づくりや加盟店舗の増加を支援していく。

9 拡大・充実

10

日野市の観光行政の一環として、日野に訪れた方々が皆喜びと満足を
していただけるようガイドボランティアの会員の拡大が課題である。
また新たなツアーガイドコースの発見や観光資源の開発などもスキル
アップが望まれる。

10 拡大・充実
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中

小

拡大・充実

市民の日常生活に密着する道路施設の維持管理は必要不可欠であり、
道路行政に対する市民の関心も高い。今後も継続した要望対応と、民
間委託化に向けてのあり方についても検討する。
また、道路維持についての財源確保を国や都に対し要望が必要と思
う。

8 維持・継続

26市　民

所管部署

82
道路維持による安全・安心
な道づくり

道路課

市　民

耐震診断とは、既存建物（昭和56年以前に建てられた
もの）が大地震の揺れに対して倒壊しないかどうかを
見極めるための調査です。　つまり古い構造基準で設
計されていて十分な耐震性能を保有していないと想定
される既存建築物に対して、現行の耐震基準によりそ
の耐震性を再評価することを言います。そのため、木
造住宅の耐震診断について、建築士による耐震診断を
実施しています。

5 大大

81 木造住宅耐震診断補助金
建築指導

課

所管部署 5

大
近接する日野宿本陣や図書館、新選組資料館、井上源
三郎資料館とも連携が図れ、来館者に対しての新たな
観光拠点ができる。

5

25

4

市　民

80 日野宿交流館の管理運営
新選組の
ふるさと
歴史館

所管部署

79 日野宿楽市楽座文化講座
新選組の
ふるさと
歴史館

市　民

78
新選組特別展・企画展・常
設展の開催

新選組の
ふるさと
歴史館

本　部

市　民

本　部

「駄菓子屋としちゃん」設置は近所の子どもに遊び場を提供している
が、本来の観光拠点機能が見えなくなり日野宿交流館の廃館を提案す
る。全国に新選組の幅広い年代層のマニア・ファンがいること、東京
都日野市＝新選組のブランドは全国区であり、ホームページのアクセ
ス数の多さなどでも高く評価されていること、図書館の新選組関連資
料が充実していること、など、日野市にはアピールできる点も多い。
【見直し】日野を訪れる観光客のために、日野駅前に、日野宿交流館
に代わる観光案内所を年中無休で設置することを検討してほしい。ま
た日野市内に

2 休止・廃止 小 1

大

本　部

7

所管部署 5

1

4

個有所蔵品が少ないため、多くは借用・寄託品をもと
に展示品としている。このため、特別展が二年度にわ
たる継続事業となる場合など史料借用期間が長期にな
るため、所蔵者との交渉がスムーズにいかず、また借
用、返却の回数が多くなりこの為出張旅費の増額など
経費負担が増した。

4 中大

幕末・新選組に関する史料展示し、市民に日野の歴史
的遺産を紹介出来たと共に、北は北海道、南は沖縄か
らの多くの来館者を得て日本全国に新選組のふるさと
日野を紹介することが出来、いずれも大変な好評を得
た。

本　部

所管部署 維持・継続
日野宿再生事業をハード面だけでなくソフト面でも充実させ、日野人
による新たな文化の創造をめざす。当面この水準で維持・継続する。

学術的な知識・専門的な技術を有する団体に委託し、
効率的にすすめている。

大 小

3 中中
日野宿再生事業をハード面だけでなくソフト面でも充
実させる上で必要な事業である。

小

中

幹線道路に面している立地条件を勘案すると手広い物
販が可能と思われる、観光協会などを視野に入れ観光
拠点として活用・充実が望ましい。また施設の一部有
料化の可能性も検討したい。

南関東では、今後30年以内にM7程度の大地震が発生す
る確率が70％と想定されています。　阪神・淡路大震
災では、古い基準で造られた昭和56年以前の木造住宅
や維持管理の悪い木造住宅の倒壊等による圧死者数
は、約9割になります。　木造住宅の耐震化にあったて
は、適切な耐震診断を実施し、住宅の耐震性能を正し
く評価することが重要です。

6
市民の日常生活に密着する道路施設の維持管理は、必要不可欠であ
り、要望も高い。民間委託化と現職員体制を踏まえた直営との再検討
が必要。

10

6

4大本　部

大
道路は誰しもが利用する一番の公共施設であり、維持
管理は道路管理者の義務である。
市民からの要望も多岐にわたり、非常に多い。

小

作業員の削減（１１名が６名に）により、道路施設の
維持補修を効率的に且つ迅速な対応が困難になってき
ていると共に委託費の減少が直営作業量を増してい
る。

2

常設展を行い、休館日を可能なかぎり少なくすることによって来館者
へのサービス向上を図る。この水準まで拡大・充実させる。 9 拡大・充実

来館者や市民との交流の場として、また観光の拠点施設とする。この
水準までに拡大・充実させる。 9 拡大・充実

「駄菓子屋としちゃんち」が入ったことで、子どもを中心とした市民
の交流の場としては機能しているが、観光客誘致の面では十分といえ
ない。地域や日野図書館と連携した事業を行って、交流館の認知度を
上げる工夫が必要である。

7 維持・継続

市民が安心して住める防災・震災に強いまちづくりを図っていくた
め、市民への耐震に関する意識向上を図り、木造住宅耐震診断補助金
要綱に定める平成２５年度まで、耐震診断補助金制度を継続していく
必要性がある。

6 維持・継続

市民の日常生活に密着する道路施設の維持管理は、必要不可欠である
と感じる。市民への道路補修についての説明は、是非「道路補修計
画」を早急に策定してほしい。
【見直し】計画的に補修ができるよう、財源確保もあわせて整備すべ
き事業である。また、市民からの補修要望への採否基準を開示して頂
きたい。発注条件の見直しを行い、作業効率向上努力を引き続き行っ
てほしい。

8 維持・継続
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87
市内連絡バス(ミニバス)運
行補助

都市計画
課

小3 中

高齢社会を迎え、丘陵地など交通不便な地域の足の確保は大きな課題
となっている。また環境問題の面からは、公共交通機関の積極的な利
用が叫ばれている。 寄り駅までの利用が多いことから、日野市地域
公共交通連携計画に沿った見直し、特に乗客が多い路線を一般路線に
振替えることや、乗換えも含め効率性の充実を図る。

路線の再編を実施し、交通空白地域を解消する路線、市民要望に対応
する路線、道路整備の進捗に伴う路線を開設する。 大

大

2

6

6

日野市のような丘陵地を有し、南北の交通網が未発達
の状況では、ミニバスの運行は不可欠である。
また、今後高齢化が進行する状況において、誰でも利
用できる市内移動手段として必要性が増すと考えられ
る。

中

86 用水路等の維持管理
緑と清流

課

市　民

85
普通河川管理台帳システム
の改修

緑と清流
課

本　部

5

83
市内21橋の現状調査及びカ
ルテ作成

道路課

中6 大

6

6

拡大・充実

道路橋は、車や歩行者の通行だけでなく、福祉や防災
の観点からも市民生活に重要な構造物となっており、
重大な破損や損壊を未然に防止しなければならない。
市内の橋梁は、築造からかなりの年数が経過している
ものが多く、現状の調査やカルテの作成を実施し、計
画的に補修を行う必要がある。また、計画的な補修に
よって、架け替えに莫大な費用がかかる橋梁の寿命を
延ばすことにより、将来的な財政負担の軽減を図る。

3

3

3

中

中

84
放置自転車等の撤去・保管
と違法駐輪を防ぐための指
導及び誘導等

道路課

本　部

所管部署

市　民

市　民

市　民

所管部署

本　部

所管部署

日野市清流保全に関する条例に基づき用水路等の水辺
の安全で快適な生態系確保のための維持管理を実施す
るために必要である。

4

大

大

 
放置自転車の撤去を行わないと、駅周辺に違法駐輪が
多数発生し、道路の安全を確保できない。
また、違法駐輪により通行に支障をきたすことにな
り、事故等を誘発する原因となりかねないので、必要
な事業である。

本　部

既に実施している機関について、現状調査の手順や観
点、カルテの書式等の情報を蓄積し、今後の方向性を
検討した。民間委託等の活用については、東京都で実
施している機関への委託や地域の研究機関への委託、
また専門性の高いNPOへの委託等を検討しているが、メ
リット・デメリットを考慮し、来年度以降の予算要求
に反映していく。財源については、計画の策定から国
庫補助事業を活用し、財源確保に努める。

大

(財)自転車整備センターや、指定管理者制度を活用し
事業費の削減に努めている。
また、自転車業務に従事する職員も効率良く作業し、
緊急雇用補助金事業についても活用して特定財源を確
保している。

所管部署 6 5
根本的な放置自転車対策が必要であり、現在2ヵ年（20年・21年度）
で、自転車等駐輪場整備基本計画を策定中であり、各駅ごとの特徴を
把握し放置自転車等の対策を講じていく。

11 拡大・充実 大

運行経費の赤字分を全額市が負担するのではなく予算
の範囲内で交付するため、事業者は効率的運行に努力
し大幅な赤字の防止を図っている。

3

5 大

中大

普通河川の水系別管理を行う水系台帳、護岸等整備状
況調書を管理する施設台帳、植生及び維持状況を管理
する保全管理台帳や従来からの河川占用管理システム
とで河川･用水の管理をするわけであるが、基幹となる
重要なシステムである。

事業費はあまり安くはなく、特定財源も確保をしてい
ないが、事業内容の精査により事業費の圧縮に努め、
手順や手法等を工夫して実施している。

中

市　民

本　部

中
特定財源の確保をしていないが、農業従事者であり日
常管理下にある用水組合に委託を行い、手順や手法を
工夫して実施している。

所管部署 4 4

災害対策や事故発生時の市民生活の影響等を考えると、市内の橋梁
は、築造からかなりの年数が経過しているものが多いのであるなら
ば、早急に現状の調査、カルテの作成を実施し、危険度が高い橋から
優先順位付けをして補修計画を策定してほしい。そのためには、財源
確保の工夫、人的支援（リタイヤした高齢者の専門家等）を活用して
いくべきである。

9 拡大・充実

9

作成した橋梁カルテを基に、（仮称）橋梁長寿化計画を早急に作成す
る。計画的に点検・補修を実施するためにも、国補助についての情報
収集も併せて行う。

作成した橋梁カルテを参考とし、市内21橋について（仮称）橋梁長寿
命化計画を作成し、計画的に橋梁の点検・補修・改良を行う。

9 拡大・充実

当面、この水準で維持･継続するが、用水カルテ・電子水路網図の作成
を行い｢用水カルテ｣台帳を水系別に管理できるようにする。 8 維持・継続

拡大・充実

当面、この水準で維持･継続するが、用水組合の高齢化により検討する
必要がある。 8 維持・継続

割高な市独自の事業であると判断するが、市民サービスのためには必
要な事業と捉える。しかしながら、運用面では路線数の削減を検討
し、新規路線は避けるべきである。
【見直し】この事業の効果を正確に測定するために、バス路線の収
入、採算性、１キロメートル当たりの運行コスト、利用人数等を正確
に把握し、乗り継ぎしやすくすること。さらに、補助金の内訳を開示
するべきである。

5 維持・継続

11

10 拡大・充実
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91 遊び場の管理運営
緑と清流

課

市　民

90 公園・緑地の管理運営
緑と清流

課

市　民

本　部

所管部署

市　民

市　民

89
公共下水道の整備と普及促
進

下水道課

市　民

88
丘陵地ワゴンタクシー運行
補助

都市計画
課

本　部

市　民 3 中

中

丘陵地域の高齢者などの移動手段の確保として、必要な事業と捉え
る。
【改善】運行１キロメートル当たりの採算を精査し、①補助金額が妥
当なのか。②運行事業者が１社だけでいいのか。③ミニバス及びワゴ
ンタクシー同士の並走区間の路線のあり方、及び路線パスも含めた乗
り換え制度導入等について検討し、早急に実現していく必要がある。

4 維持・継続 1 小

大

公共下水道の整備と普及促進は、生活環境の改善、河
川・用水の水質改善による望ましい水環境の創出及び
浸水の防除等の役割があり、現代社会においては快適
な市民生活に必須である。

92
(財)日野市環境緑化協会の
運営補助

緑と清流
課

93 市営苗圃等の管理
緑と清流

課

市　民

94
コスモスアベニュー事業
（コスモス及び菜の花の種
まき）

緑と清流
課

本　部

拡大・充実

4

5
日野市地域公共交通総合連携計画策定に伴う利用調査、アンケート調
査の結果を踏まえ、現在のワゴンタクシーの形態に捉われず、地域の
実情にあった効率的な運行システムの検討が必要と考える。

9 大 中

中3

所管部署

本　部

本　部

所管部署

3 中

4

市民一人あたりの事業費を見ると効率よく事業が実施
されているが、利用者一回あたりの補助金額は448円と
なり、補助の公平性という観点からは課題があると考
えられる。
なお、運行経費の赤字分を全額市が負担するのではな
く予算の範囲内で補助するため、事業者は効率的運行
に努力している。

日野市のような丘陵地を有し、南北の交通網が未発達
の状況では、ワゴンタクシーの運行は不可欠である。
また、今後高齢化が進行する状況において、特に浅川
以南のミニバスの運行が困難な丘陵住宅地を対象とし
た移動手段として有効なものと考えられる。

所管部署 5

本　部

国及び都の補助金、下水道債を適切に利用し事業を推
進し、下水道債の借換によって金利負担の軽減に努め
ている。

中

公園緑地は、まちに潤いを与え、市民生活を豊かにす
るとともに、樹木が二酸化炭素を吸収することによ
り、ヒートアイランド現象を抑制する効果があり、将
来的にも保全すべきものである。

中
維持管理における年間計画を策定し、直営・業者委
託・シルバー人材センターへの委託に加え、自治会等
の市民団体へも公園管理の参加を呼びかけている。

4 3

3 中中

遊び場は、こどもの社会性育成に寄与し、市民生活を
豊かにするとともに、樹木が二酸化炭素を吸収するこ
とにより、ヒートアイランド現象を抑制する効果があ
り、将来的にも保全すべきものである。

4

本　部

所管部署
今後も自治会等の市民団体に向け、市民参画による遊び場管理に向け
た働きかけを行う。 7 維持・継続

維持管理における年間計画を策定し、直営・業者委
託・シルバー人材センターへの委託に加え、自治会等
の市民団体へも公園管理の参加を呼びかけている。

中

緑化推進事業における、市民への啓発普及活動を主た
る目的とした事業展開が可能であることから
積極的に公益財団法人移行の認可を受ける必要があ
る。

中
財源確保が難しい中、市民に対し、緑化の普及啓発に
おける柔軟な対応ができるような事業展開を工夫して
いる。

所管部署 3 3
時代のニーズに適応する新たな事業展開を行う。
公益財団法人化へ向けての体制（他部署との連携）の検討を行う。 6 維持・継続

4 3
業務の内容により、直営で実施するもの、シルバー人
材センター及び福祉団体に委託するもの等を分けて効
率的な作業が実施できるよう工夫している。

中中
緑化用樹木と花壇の草花の生産供給を担う業務であ
り、緑化推進には不可欠の事業である。

幼児から高齢者まで、広く市民が参加できる事業とし
て実施することで緑化に対する意識の向上が図れる。 中

植栽地の整地と種の購入に要する経費のみの低コスト
で、緑化推進事業への多大な効果が得られる。

所管部署 4 3
緑化推進における市民との協働事業として、新たな参加者を含む多く
の市民の参加が得られるような手法を検討する。 7 維持・継続 中

高齢社会を迎え、浅川以南のミニバスの運行が困難な丘陵地域の足の
確保は大きな課題となっている。また環境問題の面からは、公共交通
機関の積極的な利用が叫ばれている。地域の実情にあった効率的な運
行ｼｽﾃﾑ等を検討する必要がある。

7 維持・継続

　区画整理の進捗に併せ処理区域の整備を進めていく。また、地域の
水環境の一層の向上と使用料増収のため、供用開始区域内の未切替者
に対する切替促進を図っていく。

8 維持・継続

今後も自治会等の市民団体に向け、市民参画による公園緑地管理に向
けた働きかけを行う。 7 維持・継続

継続して、直営作業で行うもの、シルバー人材センター及び福祉団体
に委託するもの等メリハリをつけての管理を行う。 7 維持・継続
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96
　街路樹、グリーンベルト
の樹木剪定及び植樹ますの
除草等

緑と清流
課

95
緑地信託地・緑地保全地域
の維持管理及び枝葉木粉砕
（チップ化）

緑と清流
課

市　民

市　民

市　民

97
住宅に困窮する低所得者に
対し、低廉家賃の公営住宅
を提供

財産管理
課

本　部

所管部署

98

借上公共賃貸住宅の運営(民
間の良質な住宅を一括して
借上げ、中堅所得者層に賃
貸する事業)

財産管理
課

市　民

99 起震車の保有・活用
防災安全

課

業務サポートチーム(正職と
嘱託員で構成)による市施設
の修繕や塗装、備品の作成
等

庶務課

5

本　部

100

市　民

所管部署

市　民

年間計画を策定し、優先路線の抽出を行い、実施方法を工夫した管理
を行う。
道路課（道路守制度）と連携を取り、市民参画による除草・清掃等の
実施に向けた働きかけを行う。

7

　引き続き、事業内容にある目的で維持・継続が必要である。 8

4

良好な樹林地としての保全を目的に、市民の協力を得て、より的確な
植生管理を行う。
また、剪定枝等のチップ化については、財源確保が厳しいなか、緑地
の管理方法と併せて検討する必要がある。

7 維持・継続
緑地等の管理面積に見合った維持管理費が確保できて
いないため、危険を伴わない草刈り等については直営
にて行う等、計画的に維持管理業務を実施している。

3 中中

多くの人にやすらぎを与え、うるおいをもたらし、防
災機能や多面的な環境保全機能を持つ緑地に
ついては、積極的に保全すべきものである。また、公
園・緑地等から発生する剪定枝・伐採木をチ
ップ化し、農家への供給や公共施設への敷設により環
境に配慮した有効活用が図れる。

中
街路樹は、まちにうるおいとやすらぎを与えるととも
に、ヒートアイランド現象を抑制する効果があり将来
的にも保全すべきものである。

中

維持管理における年間計画を策定し、計画に基づく優
先路線において業者委託及び直営、シルバー人材セン
ターへの委託により、効率的な業務が行えるよう工夫
している。

本　部

2

2

所管部署

所管部署

所管部署

地震を身近に体験でき、目の前で見える起震車は、地震に対する危機
管理を啓発するには大変役に立っている。しかし、東京都内全市が起
震車を保有しているものではないし、近隣に立川防災館があり地震を
体験するコーナーもあるので、保有の継続については継続して考慮す
る必要がある。

本　部

34

小

借上公共賃貸住宅は、平成4年度から同8年度にかけて
第一から第四までの4ヶ所で事業を開始した。
バブル期後の家賃の高騰により、中堅所得者層の住環
境悪化防止を目的とした。
しかし、現在の経済状況や住宅事情を勘案すると、
ニーズは低下している。

3 中

小

空室が発生すると、空室状態が長くなかなか入居に至
らない状況である。
近傍同種家賃と比較して決して高額ではないが、空室
が解消できていない。
新たな募集の手法として、民間不動産業者への斡旋委
託等の活用ができなかった。

1

大

市営住宅は、低所得者で住宅に困窮している市民に住
宅を提供する目的で創設され、使用料は入居者の負担
能力に合わせて設定しており、市が継続して実施すべ
き事業である。

使用料収納業務・営繕業務は、臨時職員・市政嘱託員
を雇用して対応している。収納に関して住宅管理シス
テムの活用により効率的に運用している。使用料の徴
収には、職員による夜間徴収を行い徴収率の向上に努
めた。
維持管理費は設備の老朽化により、修繕が多く発生
し、今後財政負担増が予見される。

小本　部 2
高齢者専用賃貸住宅も増えている中、借上契約満了を視野に入れ、セ
フティーネットとしてこのまま存続させるのか、民間に任せていくの
か、オーナーとの協議も含め真摯に検討していく必要がある。

1 小3 休止・廃止

防災関係課の職員が運営を行っている市もあるが、当
市は消防署に依頼し運営をお願いしておりこの業務に
関する人件費はほとんどかかっていない。

中
各部署からの要望等に対し、即効力のある作業が可能
となった。 中

学校及び各課からの依頼により、業務を行う性質上、
コンスタントに同量の業務の引き合いがある訳ではな
い。月や季節により、増減がある。

本　部

小

南関東に震度6以上の地震が30年以内に到来するであろ
うという確立が70％以上という状況の中、市民に防災
意識を高めるため、自治会の防災訓練等に参加してい
く。

2 小

所管部署 4 3

学校用務業務への民間活力の導入が教育委員会会議において決定して
いるため、将来、用務主事各校1名体制の配置が無くなった場合には、
学校をサポートする体制が必要となる。現在の業務サポートチームは
独自の計画を持って業務にあたっているが、学校のサポートをするよ
うな場合は、学校専門の部隊が必要になると思われる。

7 維持・継続

維持・継続

維持・継続

維持・継続

各所とも、20年間の契約を締結している。契約期間中に休止・廃止は
出来ないと考えます。
オーナーとの協議でリフォームを迅速に、また家賃引き下げ交渉を行
い、入居の推進を図り、空室の解消を進める。

3 休止・廃止

4
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106
　リソースルームティー
チャー等の配置

特別支援
教育推進
チーム

市　民

101
ひのっ子エコアクション(学
校版ISO)の推進

庶務課

102 特色ある学校づくり 学校課

市　民

103 　特別支援教育の推進
特別支援
教育推進
チーム

104 基礎学力の向上 学校課

市　民

生徒個人にあった指導体制の整備は成果を上げている。
【改善】学校での指導体制と同時に、家庭における親の指導、家庭学
習の重要性も基礎学力向上の両輪と考え、事業構築の検討・推進を図
る必要がある。

5 維持・継続

市　民

登下校時、の安全確保は必要である。危険箇所マップを配布・周知
し、関係部署との連携を密にして、子どもから地域全体へと見守る支
援体制を確立してほしい。さらに、コストを下げる努力をしながら、
見守る側も常日ごろより、緊張感をもって安全の確保を行える体制作
りが必要である。

7 維持・継続 5 大 2 小

学校課

本　部 6

市　民

小

本　部

所管部署

本　部

4 中大

世界規模での環境問題に考え、自らが行動できる事を
実践することは、現代社会に生きる人類にとって、必
要不可欠なことである。小学生、中学生のうちから、
環境負荷を考えた行動を取ることを学ぶことは、将来
に向けてとても大切なことであると考える。

所管部署

市　民

105 ひのっ子安全パトロール

所管部署

23 中

4

5

地球規模での環境汚染、地球温暖化問題が深刻化する中で、社会の関
心の高まりとともに、学校での環境問題に関する学習や行動をさらに
発展させていく。壁面緑化や残渣の堆肥化等に関心のある学校が増え
てきているので、拡大に向けた努力を継続する。

9 拡大・充実
日野市の環境マネジメントシステムを参考に、子ども
たちや学校に無理のない独自なシステムを構築し、継
続した環境配慮行動につなげている。

所管部署

本　部

所管部署

4 中
各小・中学校が特色ある学校づくりを推進・支援する
上で必要である。 中

国や都の研究奨励指定を積極的に受けるよう努め、経
費負担の軽減に努めている。

本　部

特別支援教育が本格的に始まってまだ２年目である。
発達障害のある児童・生徒が増え、就学相談等の件数増加、学校で児
童・生徒への適切な指導を行うために更なる充実が必要である。

9 拡大・充実 5

学校教育法等の改正により、平成１９年度から「特別
支援教育」が始まっており、現時点では事業の取組み
を進めている段階で、これから充実を図っていかなけ
ればならない状況であると認識している。
学習障害、注意欠陥多動性障害、高機能自閉症等の発
達障害により支援を必要とする児童・生徒が増えてい
る状況で、課題を解決するための様々な取組みが必要
である。

適切な就学・進学先等を勧めるにあたり、就学相談員
や臨床心理士などの専門性を持った人的な配置が重要
である。各事業で必要な専門家を適切に配置し、相談
機能の充実や学校を支援を行っている。
また、平成20年度は、巡回相談員の派遣に伴う費用を
国事業（発達障害等支援・特別支援教育総合推進事
業）を利用することにより、実施回数の増加をしなが
ら市の支出額を減らすことができた。

中 3 中

4 中大

4

44 中
個性や創造力の伸長と学力の基礎・基本の確実な定着
は教育の基本であり、その実現のためには重要な事業
の一つである。

中
正確な学力の把握を行い、学級指導補助員、市政（学
力向上支援者）協力員を活用し事業展開を図ってい
る。

児童生徒の通学中の安全を確保することは必要である。スクールガー
ドボランティアの増員と講習の充実を図る。地域での見守り（防災安
全課）との関係も含め統合整理を見据えた見直しを行う。

中

4 中中
十分な体制が整っていない学校もある現状では、児童
生徒の通学中の安全を確保を図る上で必要な事業であ
る。

維持・継続

4

4 2

民間（シルバー人材センター）委託により効率的に事
業が遂行している。

小

本　部

保護者や地域の方がパトロールの主体となって子どもの登下校時の安
全確保の対応が出来ることが重要である。当面は、側面支援として継
続したい。

8 維持・継続所管部署

大

リソースルームは、発達障害等により学習に困ってい
る児童に対し、つまずいているところに戻って学習
し、困っている状況を少しでも解消し、自信や将来の
自立につなげることを目的としている。週に１時間程
度の学習で、教室での落ち着きの取り戻し、学習意欲
の向上などがあった。
利用児童数は、9校で150名程度おり必要性は高い。

中

平成19年度のモデル校の実績を踏まえ、平成20年度は9
校で実施した。新たに事業を開始する際に、モデル校
で作成したマニュアルを基に準備を行った。
リソースルームの運営には、リソースルームティー
チャーの配置と必要に応じて支援員の配置を行った。

5 4
平成20年度の実績を踏まえ、ティーチャート児童とのマンツーマンに
よる指導を基本に、当面の目標として、小学校全校での設置を目指
す。

9 拡大・充実

維持・継続

英語活動や伝統文化などに取り組むなど、各学校ごとの特色がでてき
ている。
今後、さらに多くの学校が自主的に取り組む活動を支援していきた
い。

8 維持・継続

個に応じた指導を充実させることは重要である。今後も、基礎学力の
現状と問題点を把握するとともに、よりきめ細やかな指導体制の整え
ていきたい。

8 維持・継続

学力の基礎・基本の確実な定着は教育の基本であり、学力指導補助員
等の導入により基礎学力アップにはつながっていると考える。生徒個
人にあった指導体制の整備を行い、個別的支援を推進する必要があ
る。

7
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110
小学校への防犯設備等の設
置

庶務課

市　民

本　部

3

109
放課後子どもプラン｢ひのっ
ち｣の運営～子どもの放課後
の安全な居場所づくり～

子育て課

中2 小市　民

子どもの放課後の安全な遊び場（居場所）として、重複するサービス
（子ども部、教育部）が存在することに疑問を持つ。
【改善・見直し】小学１～６年生の放課後の安全な居場所づくりとし
て、学童クラブとの役割の違いだけを理由に、別々に存在していくの
ではなく、学童クラブとの整理・統合を検討し、早急に着手すべきで
ある。外部の東京都、大学との連携で指導員の育成もしているようで
あるが、教育委員会との十分な連携を図っていくことも必要である。
是非、限られた日野市財源を、効率的に利用していただきたい。

5 維持・継続 3

3 中

ひのっち、学童クラブなど同一場所において、重複する内容のサービ
スが存在することに疑問を持つ。学童クラブは、小学１～３年生を育
成する事業であり、都補助を受けた事業であり、当面の全員入所方針
は支持する。
【改善】平成22年度からの、大規模学童クラブの解消にあたっては、
より充実したサービスが受けられるように計画的に遂行して頂きた
い。一方で、滞納解消に向けては、申込み時に学童クラブ費を納付し
てもらう等、法的手段の検討も進めていく必要がある。運営コストが
他市より高いということであり、他事業（ひのっち等）との整理・統

5 維持・継続 2 小市　民

108
学童クラブ運営経費（直
営）

子育て課

所管部署

本　部

1 小

107
多忙教師サポートのための
人的支援

学校課

小2市　民

3 中

維持・継続

本　部 7 維持・継続

所管部署

教員の多忙感軽減効果が大きな事業であった。退職した教員がサポー
トすることで負担軽減を図った。今後は、サポートに入る人材の確保
を図る。

本事業を導入した小学校については教員の多忙感軽減効果が大きく、
継続的な事業実施を希望している。
今後は中学校へも導入していきたい。

大

子どもの個別指導、保護者の相談、わかりやすい授業
をめざした教材研究などで忙しい教員をサポートする
ためには必要な事業である。

大

所管部署

中

5

4

大

5

5

大

4 中大

3 中

①教材研究や事務処理時間の確保により教員の多忙感
が軽減された。
②主に退職した教員がサポートに入っていることで専
門性の高い指導力が正規教員の授業力の向上にも役
立っている。

5 3 中

中

今は、すべてのことを正規職員が担う時代ではない。
正規職員が担う役割を見直すことで今まで正規職員が
行ってきたものを嘱託職員が担うシステムへと移行し
ている

6 4

本　部 8 維持・継続

学童クラブの利用ニーズは、母親の就労増とともに増
えている。就労を支えるための仕組みとして学童クラ
ブは必要なものであり、現在は利用希望者全員入所を
堅持している。
また、厚生労働省の「新待機児ゼロ作戦」の中でも学
童クラブの需要増への対応が記されている。

学校施設をそのまま利用した放課後の居場所づくりは、「ひのっち」
を中心として充実していく。他事業（学校の遊び場開放等）との再編
成や統合整理もしていく。

子どもが犠牲となる凶悪犯罪の増加など近年子どもを
取り巻く社会環境が急激に変化し、地域における安
全・安心な遊び場が求められている。ひのっちは、市
内児童約9割が登録し、そのうち約１割の子どもが毎日
ひのっちに参加している現状を見ると、市民に求めら
れている事業と考えられる。学校施設をそのまま利用
した放課後の居場所づくりは、学校や保護者との連携
調整が必要であり、事業主管は行政で行うことが好ま
しい。地域の人材が事業への参加することにより、地
域の活性化につながっている。

3 中

対象事業費の1/3の補助金を得て実施している。
事業費の大多数を占める有償ボランティアに係る「ス
タッフ謝礼金」は、パートナー・学習アドバイザー人
員配置の適正化を心がけ、常に17校のバランスを図り
つつ、適正配置に努めている。
高齢者が事業への参加することにより活躍の場が生ま
れ、地域の活性化につながっている。
夏休みは午前、午後とも実施したが、参加率が3.7％と
年平均を大きく下回る結果であった。

大
校内に不審者が侵入し、犯罪を起こしている例がある
ことから、無防備な児童の安全を確保するのに有効な
設備と考えている。

中

防犯カメラは、24時間監視しし続け、画面上に動きが
出た時にパトライトが点灯し、レコーダーに記録され
ます。このように、効率よく安定的に監視していま
す。

所管部署 5

維持・継続

8

休止・廃止

大規模学童クラブの解消、育成の質の向上を行なっていき、子どもた
ちにとって居心地の良い学童クラブの運営を行っていく。 10 拡大・充実

都市間行政評価によると、日野市の学童クラブの運営コストはかなり
高い。コスト削減が大きな課題といえる。「ひのっち」との整合性を
考えながら、市民の満足度を高めていく。

8

今後は、校内安全管理員と共に、校内の安全を確保していきたい。 8 維持・継続

夏休みの実施はニーズを踏まえて、実施方法を検討していく。
高齢者や保護者の事業への参加を推進し、学校地域支援など地域の活
性化につなげていく。
東京都、東京学芸大学との連携により実施する子育てマンパワー育成
事業を実施し、地域の人材育成を行い、さらなる充実に努める。
拡大傾向の学童クラブの受け皿として、保護者の選択の幅を広げてい
く。

9 拡大・充実

平成20年度からの事業なので、すぐに休止・廃止を求めない。しかし
ながら、退職した教員がサポートに入り成果はでていると評価する
が、教師の力量を上げるためや、新米教師のサポートに重点を移す等
改善の余地は大いにある。
【改善・見直し】学校の実態を把握し、現場の声を聞いてほしい。多
忙の要因をきちんと列記するなど、何が理由で教師が多忙であるのか
を市民に対し訴えてもらいたい。

3
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116
国内留学体験(福島県「ブリ
ティッシュヒルズ」)

学校課

市　民

115
　特別支援学級の振興(中学
校)

特別支援
教育推進
チーム

所管部署

本　部

中

市　民

114
中学校への防犯設備等の設
置

庶務課

5所管部署 8 維持・継続

市　民

113 小学校の校庭芝生化 庶務課

所管部署

本　部

112
　特別支援学級の振興(小学
校)

特別支援
教育推進
チーム

市　民

111

学校への不審者侵入対策(学
校管理員の配置、地域ボラ
ンティアによる見守り、不
審者情報等の速かな伝達等)

庶務課

所管部署

本　部

大

市　民

5 6 大

スクールガードボランティアや自治会、老人会等の子
どもの見守り協力者を対象として、意識の向上、スキ
ルアップを目的とした講習会を8回開催した。講師は、
民間警備会社にお願いし、謝礼は全額東京都の補助金
でまかなった。参加者は、延217名に上り、平均して
88.5%の方が満足度の調査に対して「参考になった」と
回答していた。また、メール配信は、9月5日に犯罪予
告電話が中学校に入り、全学校で集団下校の対策を
とったが、その際の、保護者への連絡の有効な手段と
なった。

子ども達の安全・安心の確保は、自治体及び教育委員
会の責務である。警察白書によると、学校への不審者
の侵入は、日本国内で年間2000件発生しているとい
う。学校への不審者侵入防止策、万が一侵入した場合
の校内の対策、登下校時や放課後の地域での子どもの
見守りによる安全確保、保護者や地域住民への迅速な
情報提供は重要な対策事項である。

本　部

子ども達の安全を確保するためには、市民の方々の協力が必要であ
る。住民が自分達の地域に関心を持ち、安全で住みやすい街にしよう
という思いが犯罪を寄せ付けない街づくりにつながる。市としては、
関心のある市民への情報提供や講習会・交流会の主催、パトロールに
必要な腕章等の提供、メール配信サービスの継続等により、多くの大
人の目が子どもの安全安心に向くように、今後もこの事業を継続して
いきたい。

11 拡大・充実

中

特別支援教育の理解が徐々に深まってきている中で、
学級施設・指導面に対する要望等について学校側・保
護者からも寄せられている。特に学校支援について
は、人的・専門的に支援する事業も多くあるため、支
援の量や質の低下をすることはできない。そのため、
学級の運営に支障をきたす恐れがある事業の見直し等
には慎重な対応が必要である。

4 4中

平成19年度から始まった特別支援教育は今後一層の充
実・拡充が必要なじぎようであると考えている。今年
度は、三小に言語通級指導学級を開級したが、どの学
級も対象児童が増加する中、教室等の環境整備や一人
ひとりに応じた適切な授業・安全確保等は今後も重要
であると考えている。

所管部署

市　民

特別支援学級に在籍している児童一人ひとりに応じた適切な教育と安
全確保を保障するため、特別支援学級に対する各種支援は更に必要と
考えている。将来に向けて、スクールバスの運行については、固定学
級が増加し市内エリアに分散されたことにより、バスの運行方法やエ
リアの見直し等も必要であると考えている。

8 維持・継続

大

子どもたちに安全で楽しく学ぶ場が確保されると共
に、環境学習の時間や休み時間に芝生に入ることに
よって、体験できる場所となることや、芝生を利用し
花見会を行い、地域コミュニティーの形成が出来つつ
ある

東光寺小学校の校庭芝生化は、都の補助「東京都公立
学校運動場芝生化事業」をうけ実施しました。この事
業の補助は、芝生を植えた後の維持管理が、保護者・
地域住民等との協働で実施する仕組みを構築すると、
全額補助となることから「みどりの学舎応援隊」を組
織し、実施し全額補助です。このことから、この事業
は、効率の良い事業である。
しかし、芝生は植物のため、安定性について不安であ
る。

本　部

5 5 大

大
校内に不審者が侵入し、犯罪を起こしている例がある
ことから、無防備な児童・生徒の安全を確保するのに
有効な設備と考えている。

中

防犯カメラは、24時間監視しし続け、画面上に動きが
出た時にパトライトが点灯し、レコーダーに記録され
ます。このように、効率よく安定的に監視していま
す。

3

平成19年度から始まった特別支援教育は今後一層の充
実・拡充が必要なじぎようであると考えている。対象
生徒が増加していく中、教室等の環境整備や一人ひと
りに応じた適切な授業・安全確保等の援助は今後も重
要であると考えている。

特別支援教育の理解が徐々に深まってきている中で、
学級施設・指導面に対する要望等について学校側・保
護者からも寄せられている。特に学校支援について
は、人的・専門的に支援する事業も多くあるため、支
援の量や質の低下をすることはできない。そのため、
学級の運営に支障をきたす恐れがある事業の見直し等
には慎重な対応が必要である。

中本　部 4 中

4 4 中

中
　海外への興味も芽生え始める中学生にとって、国内
で留学体験をすることは、国際感覚を身につける上で
とても貴重な経験となっている。

中
　日野ロータリークラブと協働して行う事業であり、
経費の１／２を市が負担する取り決めになっており、
経費の節減が図られ運営されている。

4 4

4

所管部署

特別支援学級に在籍している生徒一人ひとりに応じた適切な教育と安
全確保を保障するため、特別支援学級に対する各種支援は更に必要と
考えている。

8 維持・継続

今後は、校内安全管理員と共に、校内の安全を確保していきたい。

国際感覚や世界全体に視野を広げられる機会を体験し、学習できた事
は良いこと。体験学習後の経験が持続できる体制づくりも必要であ
る。

8 維持・継続

地球全体に視野を広げ、世界に羽ばたく子どもを育てていきたい。
外国語を学ぶ意欲や外国に興味・関心を抱く気持ちが継続するよう事
業を行なっていく必要がある。

8 維持・継続

今後は、東光寺小学校の校庭芝生の維持管理を行い、モデル校となる
様に成功させ、他の学校へと広げていきたい。 10 拡大・充実
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121
(財)社会教育協会・日野社
会教育センター維持管理経
費の補助

企画調整
課

所管部署

本　部

120 　市民文化祭の開催
文化ス

ポーツ課

市　民

119
私立幼稚園児の保護者に対
する保育料一部補助

保育課

所管部署

本　部

中

6 大

市　民

118 市立幼稚園運営経費 学校課

小

3

3

所管部署

公立幼稚園の特殊性は、私立幼稚園の補完をするものという考え方も
あるが、それだけではないはずである。公立幼稚園の存在意義（保育
を含めた）を再検討することが必要である。その一つとして認定子ど
も園移行に向けた取り組みがある。

6

1市　民

市立幼稚園は、障害をもっている子どもの受け皿となっている役割等
ある。
【見直し】個人の生活様式の変化、社会の変動に伴い、幼保一元化を
見据えた認定子ども園への移行を検討し、推進していただきたい。

7 維持・継続

小1 小 2

117
中学校新入生オリエンテー
ション合宿

学校課

所管部署

本　部 5 維持・継続

市　民

【改善・見直し】事業効果を正しく測定し、効果を有するとするなら
全校で実施しなければ、学校間のサービス格差を生むだけである。さ
らに、事業の目的が不明瞭なため、廃止及び他の手法の検討をしてい
ただきたい。

3 休止・廃止

中
中学校生活にスムーズに移行できないケースが見られ
る。入学間もない時期にオリエンテーション合宿を実
施することは有効である。

2中

利用する施設や移動にかかる費用を抑えるよう努めて
いる。運営の仕方を工夫し、より効果が上がるよう取
り組んでいる。

小

中本　部 3 中

4

3
中学校生活にスムーズに移行するため入学間もないオリエンテーショ
ン合宿は有意義である。保護者負担、宿泊場所等について工夫し、全
校で実施し、コミュニケーションがとれるよう検討する。

4 中

中

現在の子ども人口は微増だが、経済状況の変化もあり
幼稚園よりも保育園を希望する保護者が増えている。
私立幼稚園を補完という意味あいは薄れているが、幼
児教育の拠点としての必要性はある。

中

効率性の高い事業ではないが、私立幼稚園が受け入れ
をしていない特別な支援を要する幼児を受け入れる
ケースが増えており、私立幼稚園の補完となってい
る。

3

大

公立幼稚園が存在する限り、公私格差の問題から市民
のニーズは高い。各私立幼稚園の保育料も上昇傾向に
あるため、子育て支援の観点からも重要な事業の一つ
と考える。

5 4

本　部

保護者の所得状況に応じた補助額であるため、単純に
事業費を圧縮することはできない。
今年度よりシステムを導入したため、支給額を決定す
る判定作業は効率的に行うことができる。
国・都の補助金を適切に確保している。

中

「藝術文化の薫るまち」を目指す当市において、文化
芸術の多種多様なジャンルの集合体である日野市文化
協会が受託者となり実施され、市民の広範なニーズに
対応する当事業は日野市民の文化向上のために非常に
有用な事業であり継続していく必要がある。

中

日野市文化協会が中心となり加盟団体が市民文化祭の
計画から実施まで行っている。現在の委託費は会場使
用料・消耗品費などの 低限の必要経費分となってお
り、また、各分野に精通した多くの加盟団体の会員に
より円滑な運営が図られているため、コストパフォー
マンスが高い。

4 48 維持・継続所管部署
当市の芸術文化の担い手である日野市文化協会及び加盟団体がそれぞ
れ創意工夫をしながら受託者として文化祭を運営し、今後も継続して
市民文化の振興に寄与していく。

市　民

5 6 大大

社会脅教育センターの運営費のうち、維持管理費につ
いては、当初は事業計画で上げられている予算額相当
分（約2千万円前後）を補助していた経緯がある。平成
15年に補助金を378万円に下げて以来、維持管理費予算
の16～50％の補助金で推移している。
社会教育センターの運営が、潤沢な資産の中で展開さ
れていない現在の状況では、市民の文化・芸実活動の
推進に寄与している社会教育センターへの補助金支出
は必要である。

社会教育センターの活動については、地域住民の教育
文化を振興し、福祉の向上を図るための集団活動の場
を提供するとともに、幅広い教育、文化、福祉、体育
などの諸事業の活動を行っている。
運営に係る予算・決算状況、受益者への負担も適正に
執行されている状況と、公益性から、補助金は適正と
考えられる。

今後も、市の財政状況を鑑み、適正な補助金交付を行っていく。 11

　４０年以上にわたり蓄積してきた幼児教育の資産を後世に残しつ
つ、適正規模・適性配置を図っていく。
　現在、公立幼稚園のあり方について、幼稚園教諭を中心としたプロ
ジェクトチームで検討に当たっているが、多方面からの意見を伺いな
がら検討していくことが必要と考えている。

6

拡大・充実

維持・継続

国・都の補助金を活用し、私立幼稚園に通う園児の保護者対して補助
することで、保護者の経済的負担軽減、幼稚園の選択の幅を広げるこ
とに効果がある。公私格差の問題から市民のニーズは高く、今後とも
必要な事業であり、この水準を維持・継続することが必要である。

9 拡大・充実

維持・継続

今後も順次実施校を増やしていく意向であるが、現在の利用施設の規
模からすると実施が難しい学校もある。実施方法も含め検討してい
く。

8 維持・継続
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126 エコライフクラブの運営
郷土資料

館

3 中

125
幻の真慈悲寺調査・研究事
業

郷土資料
館

古代・中世・近世の埋もれた歴史を掘り起こす調査は、夢ロマンを掻
き立てられるものであると思う。
【改善・見直し】真慈悲寺調査発掘には相当の時間が必要であるとの
事だが、今、国や地方の経済環境が悪化している中で、この事業にか
ける経費は、大学、地域住人との連携も視野にいれつつ、早急にやり
方も含め抜本的な見直しが必要である。

市民を含めたボランティアで、地域の歴史・自然の大切さを確かめる
有効な事業である。夢ロマンを追及することは良いこと。
特別イベントの開催を行うなど調査事業の成果を報告している。今後
は、平成２３年度の中間の特別展示開催までを目標とする。

中期的には、平成23年度に特別展を開催することを目標に、真慈悲寺
の寺域の確定などの調査事業を進める。長期的には、「真慈悲寺遺
跡」を国指定史跡として保存することを目標に、地域自治会や地権者
との協力体制を強めながら、調査ボランティアのマンパワーを積極的
に活用しながら、地域内の実踏や発掘調査、文化財調査、文献調査等
を行なっていく。

124 学校週５日制対応事業
郷土資料

館

123
　日野市民会館文化事業協
会運営費の補助

文化ス
ポーツ課

市　民

市　民

本　部

維持・継続 3 中

中

3

所管部署

所管部署

所管部署

所管部署

市　民 6

122
　学校5日制対応事業(子ど
もたちの体験活動の場の提
供)

文化ス
ポーツ課

本　部 1 小

市　民

中

NPO・市民団体及び企業・法人などが中心となり実施さ
れている事業であり、実質的には委託料の大部分は講
師謝礼などの支出で、その他の部分は各分野に精通し
た多くの各団体の構成員により円滑な運営が図られて
いるため、コストパフォーマンスが高い。

4 4

1

中

対象児童及び保護者から根強い人気があり、また学校
外での体験的事業として志のあるNPO・市民団体及び企
業・法人などが中心となり実施されている事業という
観点から有用な事業である。

小

本　部

所管部署

市　民

協会は、日野市が会館を利用して行う市民文化事業を
公益的に企画運営するため設立しているという目的を
もって事業を実施している。藝術文化の薫るまちづく
り及び市民文化の高揚のためには今後とも継続して事
業を実施していく必要がある。

事業の実施にあたっては会館の設立目的に合致する事
業の中で、入場料収入や特定財源が見込める事業・共
催することで費用負担が軽減できる事業を選定し、
小の費用で 大の効果が得られるよう工夫している。
また、各分野の市民団体と協働で事業を実施すること
で円滑な運営及び経費の節減が図られている。

小本　部 1 小

4 4 中

中

学校週5日制によって生じた子どもたちの余暇時間を、
学校の授業ではできない体験をすることでより有意義
なものとするように、資料館の所蔵資料や地域の文
化・歴史に関する力を活かす事業。子どもたちの体験
が広がり、郷土への愛着が深まる効果があると考え
る。

中

事業費は、市民ボランティアないしは資料館職員自身
が講師を務めることから、1回5千円程度であり、きわ
めて低廉。材料もほとんど無料でまかなえることから
参加者の負担もない。ただ、事業内容を子どもたちに
伝える手段に制約があって、参加者が限られてしまう
こと、また、資料館自身のマンパワーにも限界があっ
て、事業実施回数にも制約があるなどの課題がある。

3

1

4中4

5 大大

百草・倉沢地域の自然環境を、大規模な開発・破壊か
ら守ることは切迫した課題となっているが、真慈悲寺
調査事業を核にして、地域の歴史・自然の大切さを確
かめ、それを活かしたまちおこし事業を進めること
は、そのための有効な手立てであると考える。

中

5

日野市・教育委員会だけでなく、地域自治会、京王電
鉄、百草八幡神社氏子会、市民の自主的な研究団体を
含めたプロジェクトチーム（幻の真慈悲寺調査事業推
進プロジェクト）を事業の母体とし、郷土資料館と市
民の調査ボランティアが協力して調査事業を推進する
体制が確立されており、効率的に成果を上げることが
できた。

大

参加者の中心は、入学前の子どもを持つ子育て世代だ
が、この世代にとって、自分の手で、安全・安心な農
産物を作り、加工して食べる経験は皆無であり、食育
を進める上で有効である。

大

当事業は、事業参加者のうちから生まれた運営委員会
が、資料館職員と農業専門家の指導・援助を受けなが
ら、事業の企画、準備、実施過程での援助などの役割
を果たす委託事業となっており、きわめて効率的な事
業として成果を上げている

55

本　部

10 拡大・充実

平成２１年度より学校５日制対応事業をはずし、行動する博物館事業
に移行している。
同種事業を中央公民館・文化スポーツ課で行っており、整理統合を検
討する必要がある。

2 休止・廃止

日野市市民会館文化事業協会懇談会からの意見を取り入れ市民企画を
実施していくなど、中長期的な視野にたち事業の企画立案・共催事業
の更なる充実など今後とも継続し藝術文化の薫るまちづくり及び市民
文化の高揚を図る。

8 維持・継続

子どもの学校外での体験的事業であり、居場所作りにも有効な事業で
あるが、同様な事業が民間等でも実施されたり、少子化の影響及び学
習指導要綱の改正等により「学校週５日制対応」という事業目的につ
いては見直す必要がある。

8 維持・継続

拡大・充実

平成21年度より、デリバリー事業、博物館ボランティア振興事業と統
合し、館外のフィールドを事業の場として活用する「行動する博物館
事業」に一本化した。身近な市民生活の場で、くらしに役立ち、「知
る・調べる」ことの楽しさを体験できる資料館事業を展開する。具体
的には、高齢者施設、子育て施設・集会場・図書館などでの資料展
示、講演会、体験学習会などを展開していく。

6 維持・継続

8 維持・継続

学校５日制発足時の整理とそれが定着するまでの緩和措置事業であり
当初目的は達成したと見る。
他課事業との重複部分があるため、代替が出来る事業や不足している
事業へシフトしていくため整理、見直しが必要である。

2

事業参加者も年々増加し、資料館事業の重要な一翼となっている。事
業実施に欠かせない水田・畑の規模の拡大と確保が課題となってい
る。、

休止・廃止

10
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129 　ひの市民大学
中央公民

館

所管部署

本　部

128
歴史・民俗・自然などの貴
重な収蔵資料をデータ化

郷土資料
館

市　民

市　民

127
貴重な収蔵資料(古文書・図
画・写真等)のデータ化

郷土資料
館

本　部

市　民

所管部署

所管部署

130 学校5日制対応事業
中央公民

館

市　民

3 中 3

132
遊び場開放(平日放課後、土
曜及び三季休業中の午前に
小学校校庭を開放)

文化ス
ポーツ課

市　民

131
　資料の選択・収集及び資
料提供を主とする図書館運
営

図書館

所管部署

所管部署

本　部

昨年ヒアリングにおいて、工夫を凝らして一元的な管理体制を構築し
てほしいと、評価は「見直し検討」であったが、結果及び話し合いが
進行していなかった事については、市民委員として大変遺憾に思う。
本事業のほか、学童クラブ（毎週月～土曜日の放課後）、放課後子ど
もプラン「ひのっち」（毎週月～金曜日の放課後）の３つの部署での
事業の整理統合を早急に行い、予算の削減と同時に管理を簡素化し安
全安心を確保する事業展開を図っていくべきではないか。

6 維持・継続

大
収蔵資料のデジタル化を行なうことによって、劣化し
易い資料を保護しながら市民の自主的な学習活動を支
援することができる。

本　部

収蔵資料のデジタル化を行なうことによって、劣化し
易い資料を保護しながら閲覧が容易にできる。
また、マイクロフィルムからデジタル画像への一括変
換作業は効率的であり、後の活用も簡便となる。

6 3 中

大
収蔵資料のデジタル化を行なうことによって、劣化し
易い資料を保護しながら市民の自主的な学習活動を支
援することができる。

中
収蔵資料のデジタル化を行なうことによって、劣化し
易い資料を保護しながら閲覧が容易にできる。36

市　民

資料の公開・非公開の区別、所蔵家との連絡調整、データ化を中心に
進め、公開に向けたシステム、条件整備を行なっていく。平成23年度
には本格的な資料をデジタル画像を公開する。

9

中
公民館はもとより、関係各課における講座や教室が多
く実施される中で独自性が必要である。

講座の内容によって著しく参加者の差が出てしまった
ので、企画段階での再検討が必要である。

小本　部 1 小

3 3 中

中

社会教育法の一部改正により「社会教育における学習
の機会を利用して行った学習の成果を活用して、教育
活動等の機会を提供する事業の実施」が教育委員会の
事務として規定されたことから、今後さらに必要性は
増すと考えられる。

中
限られた予算の中で、「藝術文化の薫るまち」や「普
段着でＣＯ２削減」「食育推進」等の当市の重点課題
を念頭におき事業を展開出来た。

所管部署 4 4

1

平成２１年度より、学校５日制対応を整理し、青少年事業に移行して
いる。青少年の居場所づくりと地域の教育力の向上を目指す。
同種事業を文化スポーツ課・郷土資料館でも行っており、整理統合を
検討する必要あり。

2 休止・廃止

昨年の市民評価を受け、事業名称を21年度より青少年事業に変更し、
青少年層の参加に重点をおいて事業を展開していく。 8

5

本　部

経済事情の悪化により、図書館利用のいっそうの増加が見込まれ、資
料収集にあたっても、多様さを確保しながら、利用度と総合的に考慮
し、効果的・効率的な選択を行う。
嘱託職員の業務範囲の拡大を図り、図書館全体の機能向上を進める。
とともに、効率的な職員配置を研究する。
さらに、自主財源の確保に取り組む。

9 拡大・充実

第3次日野市行財政改革大綱に基づき、正規職員を平成
18年度～20年度で8名削減し、嘱託職員の導入と業務範
囲の拡大を進め、図書館サービス水準を維持した。ま
た、「ズレ勤」により、夜間開館を行っている。一
方、学校図書館の支援事業、日野宿発見隊やひの写真
散歩等の新規事業の展開を進めた。
また、新システム導入にあたり、蔵書点検を休館日無
しで実施した。
図書館法により、収益をあげることは難しいが、図書
館ホームページのバーナー広告など、今後、自主財源
の確保に努める。

大

4 中大

図書館法に基づき、生涯学習のもつとも基礎的施設と
して、すべての利用者に対し、資料の貸出、レファレ
ンス等を行っている。また、日野市の現在と過去を伝
える資料を収集、保存し、将来にわたり、提供してい
く義務がある。さらに、図書館は、子どもたちや高齢
者の居場所として、福祉的役割を担っている。年間利
用者も45万人を数え、市民にとってなくてはならない
施設であり、必要性・有用性は非常に高い。

中

中

経費的には、土曜日の午前中に配置している市政協力
員に対する謝礼のみで、小学校自主管理運営委員会を
中心にお願いしており、各小学校の管理には精通して
いる強みがある。また不足する部分については、ボラ
ンティアセンターを通じて紹介してもらっており、意
欲のある方々にお願いできている。
子育て課が実施している同趣旨の事業との整理をし、
より効率的な事業展開を行う。

小

5 4

1

大

都市化により人間関係が希薄となり、また子どもの安
全を脅かす事件が相次ぐ中、放課後や学休期間等の安
全な子どもの居場所を確保するこの事業は、時代の
ニーズにあったものであり、市民の要望に応えられて
いる。

5

9 拡大・充実

維持・継続

拡大・充実

維持・継続

資料の公開・非公開の区別、所蔵家との連絡調整、データ化を中心に
進め、公開に向けたシステム、条件整備を行なっていく。平成２３年
度には本格的な資料をデジタル画像を公開する。

公民館講座の中での位置づけを明確にし、例えば専門的な講座を中心
に実施していく等の変化を持たせたい。 6

子育て課が実施している「ひのっち」事業と事業内容が重なる部分の
整理を行い、より効率的な事業形態に組み替える。
PRを強化し、土曜日の利用者の増を図る。

9 拡大・充実

放課後や学休期間等の安全な子どもの居場所を確保し、安心して遊べ
る場所を確保する意味で、必要な事業である。今後は、学校の校庭を
利用しての、遊び場「ひのっち」、「学童クラブ」、「遊び場開放」
の整理を行っていく。

6 維持・継続
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評価区分
事業
№

所管課事務事業内容 効率性・安定性必要性・有用性今後の方向性

　評　価　

中中 4

133
　市民プール「駒形の渡し
場」設置

文化ス
ポーツ課

134
　(仮称)市民の森ふれあい
ホールの建設

文化ス
ポーツ課

市　民 4

日野市民の「風物詩」の１つとして、駒形の渡しに乗って子どもから
大人まで河川敷を散策できることは、心のサービスとしての価値は非
常に高いと感じる。と同時に、観光収入としての考え方をもっと前面
に出し、あらゆる手段を使ってPRをしてほしい。ミニバス運行につい
ては、利便性を考えての事だと思うが、もっと必要なところでの運行
をし安全安心サービスを徹底してもらいたい。

市　民

市　民

8 維持・継続

135
土地開発公社の経営健全化
(保有土地の民間売却等によ
る借入金の削減)

財産管理
課

136 生活安定応援事業

セーフ
ティネッ
トコール
センター
チーム

市　民

市　民

137
市営火葬場の維持補修(延命
化)

環境保全
課

所管部署 4

4
市民プールまでのアクセスが良くなり目標利用人数には達成してい
る。風物詩としての宣伝も視野に入れるのであれば、利用者の増を図
るPR等についても検討を行う。

豊田・高幡間のミニバス運行により、市民プール前までのアクセスは
良くなったが、対岸からのアクセスについては、一番橋・高幡橋へま
わる必要がある。河川敷及び橋梁の整備により、自転車・徒歩等で安
全に行き来することができるようになっていることも考慮しながら、
今後の維持・継続について検討を行っていく。

6 維持・継続

本　部 7 維持・継続

河川法により、撤去可能な工作物を設置しなければな
らないために、昨今のゲリラ豪雨のような一時的大雨
に対する対応ができず、流出してしまう可能性が高
い。また、大雨が続けば水位が下がらず利用できない
日が続くこともあり、渡し場を土のうで固定する手法
などにより経費の軽減を図っている。

3 中

2 小中
浅川対岸からの利用者へのアクセス及び夏の風物詩と
しての必要性がある。

中

本　部

大

平成１６年度に実施したスポーツ振興計画の市民アン
ケート調査において、市民交流・スポーツ交流を実施
する屋内施設が必要との結果を受け、行政が自らの責
任において組み立て実施すべき事業として必要不可欠
な施設として位置づけて、設計業務に取組んだ。

大

スポーツ施設として建設を行った場合には、補助金が
建設費の１割弱程度しか受けることができない。視点
を変え、市民の様々な交流施設として位置づけ、まち
づくりの拠点となる施設として整備することで、まち
づくり交付金の対象施設として４割の交付金を受ける
ことができる。また、国体開催を行うことで別途東京
都から施設整備に対する補助金を受けることが可能と
なった。

所管部署 6 6

建設工事については、財政状況の悪化から休止という判断をしている
が、まちづくり交付金と国体整備補助金の獲得は、平成23年度完成の
時期を逸した場合、第2期整備計画を策定しなければまちづくり交付金
を獲得することができず、さらに設計業務で受けた補助金を返還しな
ければならなくなる可能性がある。国体整備に関する補助について
も、平成24年度完成を逃がした場合、受けることができなくなってし
まう。

12 拡大・充実

所管部署 3引き続き、事業内容にある目的で維持・継続が必要である。 6 維持・継続

本　部

設立の趣旨をを上回る膨大な土地の取得により、多額
な借入金の利払いによる利子補給が市の財政を
圧迫している。

3 中中

昭和49年に設立した土地開発公社は、公共用地を市に
代わり先行取得してきた。しかし、昭和末期から平成
初期にかけて膨大な土地の取得を行った。そのため、
金融機関からの借入金も多額になっている。そこで公
社の経営健全化により、借入金の低利の借り換えをは
じめ、市への計画的な買い戻し、民間への売却を行う
必要がある。

本　部

大

生活保護等の公的援護施策の対象とならない境界層の
市民に対するこの種の支援策は、本人並びに社会全体
の安定化のために必要不可欠であり、有用性も高いと
判断している。

大

平成20年度から平成22年度までの有期ではあるが、本
事業については東京都の生活安定応援事業制度を活用
し、事業費の全額(10/10)を都委託金でまかなう手法を
とっている。事実上、一般財源負担のない事業スキー
ムとなっている。

所管部署 5 5
平成22年度までは都委託事業(10/10委託)として現行の取り組みを継続
し、平成23年度以降は改めて内容を精査し都補助事業(1/2補助)として
の実施を検討したい。

10 拡大・充実

本　部

所管部署 4

火葬場整備ができないと、不具合が頻繁に生じ、補正等で修繕料をつ
ける必要があり、充分な修繕ができず、修繕の繰り返しとなる。市営
火葬場の受入れができないと、南多摩斎場の利用が増加し、負担金が
増額することとなる。火葬場を維持管理できないという判断なら、南
多摩斎場負担金の１本化へ絞り込んだ方が、経費削減に繋がるとも言
えるが、その時は市民サービスの低下となる。

8 維持・継続

いつでも市民が安心して火葬場が使用できるような施
設を維持するためには、年1度の大規模修繕は必要不可
欠である。頻繁に不具合が生じることで、頻繁に修繕
をすることになり、修繕料や、南多摩斎場への負担金
増額となり、逆にコストがかかることになる。不具合
のないよう維持管理していく必要がある。

4 中中

施設は老朽化しているが、この土地は第1種低層住居専
用地域のため、近隣住民の賛成を得ない限り都市計画
決定することはできず、改築はできない土地である。
しかし、市民の利便性を考えるならば、施設の維持を
する必要がある。
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